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令和元年11月市議会建設水道委員会資料

第211号議案公の施設の指定管理者の指定について

(長崎東公園)

施設の概要

2 指定管理者候補者の概要

3
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4 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由
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(1)事業計画書概要
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1 施設の概要
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( 3 )

( 4 )

( 5 )

( 6 )

杓、名

所在地

設置年月日

設置目的

(フ)主な施設内容

長崎東公園

長崎市戸石町

平成2年8月1日

地域交流の推進を図るとともに公共福祉に寄与することを目的

に開設した公園である。

開設面積 18

有料公園施設

コミュニティ体育館(4,472.33 市)

1階:競技場、トレーニング室、浴室

2階:ギャラリー、ラウンジ

03へクタール

コミュニティプール(2,227.36 雨)

1階:25mXフコースプール、子供用プール、着水プール

2階:客席、ウォータースライダー

無料施設

(8_)開館時間(利用日は 1月4日から 12月28日まで)

運動場(5,144 n;)

庭球場(4,367.8 rrr)

多目的広場(4,492 市)

駐車場、ちびっこ広場

施設名

競技場(専用利用

の場合)

5面

コ武ユ

ティ体育

館

競技場住東習利用

の場合)及びトレ

ーニング室

ノ

期間

j合至

通年

運動場

通年。ただし、次に掲げる

日を除く。

(1)毎週火曜日(その日

が休日に当たるときは、そ

の休日以後最初の休日でな

い日)

通年

庭球場

午前9時から

午後9時まで

利用時問

午前10時から

午後9時まで

3月1日から

10月31日まで

11月1日から

翌年2月末日まで

正午から

午後7時まで

通年

午前6時から

午後9時まで

2

午前8時から

午後9時まで

午前8時から

午後9時まで

二
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コミュニティプール

7月20日(その日が月曜日

にあたるときは7月19日)

から 8月31日(その日が土

曜日にあたるときは9月1

日)まで

(9)休館日

2 指定管理者候補者の概要

株式会社NBCソシア(1)名 称

(2)所在地 長崎市上町1番35号

(3)代表者 代表取締役長澤和彦

(4)設立年月日 昭和43年5月8日

(5)主な事業

ア不動産の運営並びに管理

イー般教育講座に関する事業の運営並びに管理

ウラジオ・テレビの放送番組の企画、制作、販売

エイベントの企画、制H乍、演出、進行

オ各種舞台・スタジオ・ホール・展示場・会場・施設の賃貸及ぴ運営

9月1日(その日が日曜日

にあたるときは9月2日)

から翌年7月19日(その日

が日曜日にあたるときは翌

年7月18日)まで

1 2月29日~翌年1月3日

午前9時から

午後8時まで

午後1時から午後8時ま

で(ただし、土曜日、日

曜日及ぴ休.日は、午前10

時から午後8時まで)

3 指定の期間

令和2年4月1日~令和7年3月31日

4 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由

(1)選定の経過

ア選定方法公募

イ応募団体数 2団体

ウ提案の概要

(ア)提案内容※参考(1)「事業計画書概要」参照

3



(イ)管理運営体制

組織図

長崎東公国

コミユニティ協緩会

機械警偏業務

再委託

讐傭会社

1

統括責任岩1名

{休育詑駐在}

総務・経理

管理運営貴任者1名

体育館賣任者兼務

僻育館駐割

匪三亜亟回
1名

畔育館駐劃

体青館貴任者

【誓理遷営責任署兼務1

部門統括

【本社職員】

運営業務

厘亟
1名

【体育圃駐剖

゛

倭三王蚕列
4名

{体育艶駐樹

清掃作業

匪亜

1名

趣亟
5名

厘麺

1名

(ウ)提案金額(指定管理料)

'

設価管理業愁

令和2年度

匝蚕墾

1名

{体胃館駐在1

プール責任者1名

{プール駐在1

工指定管理者候補者選定審査会による審査

(ア)審査会の人数及び構成

5名(学識経験者1名、税理士1名、スボーツ団体代表1名、利用者代表2名)

長李桓長崎総合科学大学准教授^

職務代理者阿南祐也 NP0法人長崎ウェルネススボーツ研究

センター理事長

員田中一誠九州北部税理士会長崎支部会員

員林田米蔵長崎市PTA連合会副会長

96,516

蓮営業務

令和3年度

匝亟

唇三丕璽憂回

3名

1プール駐在)

2名

【体青館駐劃

96,516

令和4年度

監視業務

匿璽玉回

'

1名

1プール駐劃

96,516

i

令和5年度

誌名

繁忙期増員B名

1プール駐劃

匿咽

1

96,516

令和6年度

(単位:千円)

96,516

合計

482,580

4

委
委



゛

委

(イ)審査経過

員

回数

第1回

渡辺雄児公益財団法人長崎市スポーツ協会理事長

令和元年7月12日

開催日

第2回

・会長の選任

・指定管理者制度の概要説明

・利用料金制度の概要説明

・公園施設の概要説明

・募集要項の説明

・評価項目及び配点の決定

・価格点の考え方の決定

第3回

令和元年8月5日

(ウ)審査報告書の概要

自社がもっている長所を積極的に活かした事業計画の提案や、地域の将来像を見

据えた基本方針の点において高く評価された。地域交流の推進と併せて、自社の特

性を利用したサービス向上の提案において評価の高かった申請団体が第一順位者

となった。

※参考(2)「指定管理者候補者選定審査会審査報告害(写)」参照

令和元年10月17日

内睿

・採点方法の決定

・採点表様式の決定

・施設の視察

オ選定理由

指定管理者候補者選定審査会により第一順位に選定された上記候補者は、長崎東

公園全体の管理運営を適切に行うことができ、指定管理者として相応しいと判断し

たため。

・面接

・指定管理者候補者順位の決定

5



事業計画書概要

評価
項目

事業計画

行政の代行者として法令を遵守し、全市民が平
等に満足できる管理運営に努めます'

①大型遊具に関して、子供が遊びを通して心身
の発育発達や自主性、創造性、社会性などを
身につけてゆく「遊ぴの価値」を尊重した安

全管理を行う。

②スボーツ施設の体育館・プール・グラウン
ド・テニスコートでは、長崎市におけるスボ
ーツ・レクリエフションの普及・振興を図り
ながら、市民の体力向上・健康増進並ぴに輔

技力向上、地域住民の健康維持と体力づくり
に寄与できるように努める。

③長崎東公園コミュニティ体育館は災害時の避
難所に指定されており、避難所開設に備え
て、平時より危機管理に対する予防・訓練を
怠らない。

④長崎市民・東長崎地区の住民の方々誰にとっ
ても平等であり、安心安全できれいな環境下
にてスボーツや散歩等を快適に行える、公園
内の草花や郷土の文化を鑑賞して頂ける、

びの場として利用頂ける、地域の文化に触れ

ることができる、満足度の高い管理運営を目、

指して検証と改善を継続して行う。

株式会社NB0ソシア
. 第一順位

施設の

設置目

的と計

画

榛式会社酋日本ビルサービス

子どもからお年寄りまで楽しめる総合ロミ
ユニティ施設を目指します。

①「公の施設」.であることから、施設利用
については平等、公平性の原則を基本と

する。

②利用者が「安全」「安心」「快適」に利用
できるよう施設の管理、運営に長崎市や

関係団体等と連携しながら職員が一丸と
なって邁進する。

③施設設置の経緯を踏まえ、地元自治会を
はじめ地域住民が利用しやすい環境を作

る。

④機器・設備の徹底した保守点検を実施し、
故障の防止や早期発見に努め、快適に利用
できる施設を目指す。利用者と職員のコミ

ユニケーションを大切にし、利用者の要

望・要求が反映される施設運営を行う。

⑤避難所及ぴ避難場所に指定されているこ
とに鑑み、地域住民の命を守る行動を地域

住民とともに実践する。

【参考】'( 1)

第二嵐位

サービス向上のための方策について

地域の特性と時代に合わせた施設のサービスの
向上を図るための方策に取り組みます。

①トレーニング環境の整備(トレーニング機器
の増設、利用者向けの利用案内ビデオ作成・
タブレットの設置、体育館の各コーナーレイ

アウト変更の検討)

②「長崎東公園コミュニティ協議会」の発足

③高齢者・障がい者を対象とした「0スポー
ツ」の取組み

④防災ラジオによる災害情報の発信

⑤free wi-fi の設置(体育館ロビー、休憩
室、ラウンジ)

⑥食事を楽しめる場の創出

⑦指定管理業務を受託中の他施設との連携

⑧環境整備

'

サービ

スの向

上

6

「安全」「安心」「快適」な施設を提供する
ことがサービスの第一であると考えます。

①受付業務(「声かけ運動」の実践、業務研
修・接遇研修の実施)

②トレーニングルームの活用

③プールの活用(7K中ウォーキング、異物
除去等安全確認)

④物品販売サービス(ゴーグル、キャッ
プ、耳栓など)

⑤地域イベントとの連携強化・協賛(戸石
ふくし祭り、戸石新春マラソン大会、桜

まつり)

⑥道路環境美化活動「道路アダプト活動」
の実施

⑦自主的な防災活動(防災土の資格取得、
free wi-fiの設置、地域の防災活動への
参加、防災用品の備え)

⑧バリアフリー事業(ユニバーサルデザイ
ンの検討)



'

利用促進のための方策

地壊と協働によって事業展開し情報発信するこ
とによって利用促進を図ります。

①地域との協働による利用促進(地域の催事・
イベント開催、屋内プールを利用した正課授
業の開催提案等)

②情報発信による利用促進(テレビ・ラジオに
よる広報活動、リーフレットの整備、ホーム
ページ制作、 SNSによる情報発信)

③子育て世代対応(託児コーナー、キッズコー
ナー、授乳室、多目的トイレへおむつ替え用

のべビーベッドの設置)

④ウォーキングコースの周知

株式会社NBCソシア
第一順位

利用者の要望等の把擾及ぴ実現策について

多数の方々から幅広く意見を頂くために広範囲
にて調査し、サーピスの向上と今後の事業計画
に役立てます。

【把握方法】

①アンケートによる調査(顧客満足度だけでな
く、施設の安全性等の評価項目を設け、さら

に自主事業等の文化的な側面のヒアリング項

目を設ける)

②「長崎東公園コミュニティ協議会」における
意見収集

③その他(利用者からの口頭、電話・ FAX、
ホームページからの意見、 SNSへの投稿に

よる収集)

【実現策】

ピ意見・要望は、施設責任者に情報集約のう

え'職員間にて共有し迅速に対応する。

①施設や備品についての要望は、指定管理者と
しての対応範囲ぱ速やかに行動し、市との協

議が必要な部分は、すぐに報告して対応す

る。

②職員については、接遇の改善と向上、配置検
討等を本社担当含めて行う。

③事業については、施設及び地域への効果を検
証して実行する。

④地域については「長崎東公園コミュ需ティ協
議会」に諮り、積極的に行動する。

専用利用の予約制塵を活用することで施設利
用の促進を図ります。

①地元団体の年問行事計画に基づく施設利用
の促進

②スボーツ団体の年間行事計画に基づく施設
利用の促進

③施設利用頻度に応じたボイント制によるサ
ービス

④ウェブサイトの活用(レスボンシブ・ウェ
ブデザインへの改修検討)

株式会社西日本ピルサーピス
第二順位

サービ

スの向

上

利用者からの「声」については真肇に受け止
めて、事実を確実に把握・確認したうえで、
利用促進を図ります。

【把握方法】

①受付窓口での対話(「声かけ運動」の実
践、接遇研修の実施)

②地元自治会役員との意見交換会

③利用団体代表者との意見交換会

④ウェブサイトの活用(サイト内の「ご意
見・お問い合わせ」と「アンケート」を

活用し、意見や要望、苦情等の情報を収

集)

⑤アンケートの活用(受付窓口にアンケー
ト用紙を用意し情報を収集)

【実現策】収集した意見・要望・苦情など

を十分に検証したうえで、管理運営に反

映し、利用促進を図る。結果及び改善状
況については、適宜長崎市へ報告する。

.゛
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評価

項目

自主事業について

健康寿命の延伸や子供たちの体力向上につなが
る自主事業、地城特性や時代、利用者層、施設
にマッチした自主事業を企画して展開します。

①東長崎郷土芸能フェスティバル

②郷土芸能の収録、放映、 DVD配布

③「8スボーツ」体験会、大会の開催(高齢
者、障がい者を対象)

④防災啓発事業(長崎大水害の映像の上映や、
防災コーナーを設置して、東長崎地区の防災
啓発を行う)

⑤寺子屋学習会の開催(小中学生の夏休み等の
時期に開催)

⑥健康運動指導士による健康教室の開催

⑦安全で楽しい登山講座

⑧「水上安全法」講習会(スタッフ向けの研修
を開放)

⑨「救急法」講習会の開催(スタッフ向けの研
修を開放)

株式金社NBCソシア
第一順位

サービ

スの向

上

株式会社西日本ビルサービス

自主事業において利益が生じた場合は、地
元イベントへの協賛や地元自治会等の地城
活動費に還元することを原則とします。こ
のほか、利用者への還元として施設整備費
などへも充当します。

①登山教室の開催旧本山岳ガイド協会課
定のガイドを招き開催)

②ボルダリングウォールの設置(長崎フリ
ークライミング協会から講師を招いてのボ
ルダリング教室の開催等)

③地域の高齢者のための講座等の開催(長
崎東地区にお住いの65歳以上の高齢者を
対象とした介護予防教室)

第二順位

評価・改善体制について

評価・改善を継続して行うことにより利用者の
満足度を高めていきます。

①利用者からの要望、意見、クレームへの的確
な対応

②利用者アンケート調査の実施

③長崎東公閏コミュニティ協議会

④指定管理者施設責任者会議

⑤長崎市モニタリング

⑥PDCAマネジメントサイクルによる品質管
理

評価と

改善

.

2 基本事項

、

民間のノウハウを駆使して効率的な運営と経費
縮減に努め東公園のサービス向上と地城発展に
貢献します。

「施設の設置目的、制度及び法令等の理解」と

「東長崎地区発展への貢献」を理念に掲げ、以
下を運営方針とする。

①安心安全に施設を利用してもらうために、日
頃から徹底した安全点検を行う。

②個人情報の保護及び管理を徹底し、利用者の

基本方

針

(1)自己評価と改善

①IS0の審査に基づく「品質方針」で
品質目標(テーマ)ごとの数値目標を
立てるとともに、目標達成の手段、ス

ケジュール計画を毎年作成し、達成状

況を評価している。

(2)外部の評価と改善

①地元自治会役員との意見交換

②施設利用団体との意見交換

③長崎市との意見交換

④アンケートの活用

⑤外都評価チームの導入

(1)基本

①「公の施設」であることから、施設利
用については、平等、公平性の原則を

基本とする。

②施設の利用者が「安全」「安心」「快
適」に利用できるよう、施設の管理、
運営に市及び関係団体と連携しなが

ら、職員一丸となって邁進する。

③施設の設置の経緯を踏まえ、地元自治
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評価
項目

プライバシーを守り、安心して利用頂ける運
営を行う。

③経費を節減し、業務の迅速化等効率的、効果
的な管理・運営を行う。

④地域の二ーズや利用者の意見を反映し、サー
ビスの向上を図る。

⑤地域特性を理解し住民の皆さんに寄り添づた
運営を行う。

⑥環境保全に努め、清潔で景観が保たれた施設
を維持する。

⑦地域と連携して文化の発信拠点としての役割
を担う。

⑧東公園およぴ東長崎地区の魅力を広報し地域
のまちづくりに貢献する。

株式会社NBCソシア
第一順位

基本方

針

会をはじめ地域住民が利用しやすい環

境をつくる。

④機器・設備の徹底した保守点検を実施
し、故障の防止や早期発見に努め、快

適に利用できる施設を目指す。利用者

と施設職員のコミュニケーションを大

切にし、利用者の要望・要求が反映さ

れる施設運営を行う。

⑤避難所及び避難場所に指定されている
ことに鑑み、地域住民の命を守る行動

を実践する。

(2)施設損害賠償責任保険への加入

(3)徹底した水質管理(浴場・プール)

(4)理念

①地域社会や施設利用者の二ーズにあっ
たサービスの提供により、利用者満足

の向上を目指す。

②新たなサービスの創造に向けて、常に
技術やノウハウの調査・研究を行い、

より付加価値の高いサービスの提供を

目指す。

③業務管理の徹底により、安全で生産性
の高い作業を行うとともに、常に均一

なサービスの提供を目指す。

④教育、訓練の実施と安全で働きゃすい
労働環境の整備に努め、施設職員の能
力向上と業務効率の向上を目指す。

株式会社西日本ビルサービス
第二順位

(1)各種法規を遵守し、趣旨に従い、公の施

設であることを常に念頭において、公平な運

営を行う。すべての利用者に対して平等利用

を確保し、生活弱者等へ配慮した運営を行

つ。

(2)個人情報保護や情報開示(公開)を徹底
し、公平性・平等性・透明性を推進する。

(3)障がい者・高齢者等への公平性

①公園内の誘導・案内板は誰にでも親切なユ
ニバーサルデザインとなっているか定期的
にチェック、改善を行う。

②わかりゃすく見やすい利用案内リーフレッ
トの整備

③筆談対応や手話研修等への積極的参加

④スタッフによる車いす介助

⑤「eスポーツ」を活用し、障がい者へスボ
ーツを楽しむ機会を提供する。

平等利

用の確

保

9

①従業員の能力向上を図り、利用者に対す
る均一なサービスの提供や利用者の視点に

立ったサービスの提供に努め、利用者の満

足度の向上を目指す。

②年齢、性別、身体的ハンディキャップ等
によって、施設を利用する機会に不平等、

不公平が生じないよう、可能な限り「バリ

アフリー」な車椅子、階段の乎すり、スロ
ープなど施設の整備に努める。

③利用者の人格を尊重し真撃な対応に努め
る。利用者からの要望や意見、苦情に対し

ては、誠心誠意を尽くして平等公平に対応

し、速やかな処置に努める。

④減免措置については、長崎市都市公園条
例に定める趣旨に沿って実施する。



評価
項目

平等利

用の確

保

(4)接客・接遇の公平性(ホスビタリティ溢
れるスタッフの対応)

(5)情報提供に関する公平性(ホームページ
の充実を図り、高齢者やΠ機器に弱く情報
を入手しづらい方へ情報が届くよう多角的な

情報発信を行う)

①定期的にラジオなどのメディアを使用して
広報を行う。

②SNSなどによる情報提供

③施設情報リーフレットの整備

④ホームページの充実による情報提供

⑤館内への「お知らせ」などの掲示

株式会社NBCソシア
第一順位

「情報公開規定」、「個人情報保護規定」を策定
して情報の流出予防に努める。スタッフは、業
務以外での勤務中のSNS掲載を原則禁止する
など、時代の変化に柔軟に対応して随時指導を
行う。

①プライバシーボリシー

②個人情報の保護

③個人情報の取得及び利用

④個人情報の第三者提供及び情報の管理

個人情

報の保

護

長崎東公園への配属にあたり、他部門から
の配置転換を含め、保有スキルを十分に考
慮した人事異動を実施。ハローワークを通
じた求人を行い、採用にあたっては、自社
の「職員面接チェックシート」をもとに、

複数の面接者による面接を行い、採否を決
定する。

株式会社西日本ビルサービス
第二順位

3 管理運営体制

職員の配置について

①総括責任者 1名

②管理運営責任者兼体育館責任者 1名

③総務・経理 1名

④事務員(体育館・プール) 8名

⑤清掃員 6名

⑥業務員 1名

⑦設備員 3名

⑧プール責任者 1名

⑨プール監視主任 1名

⑩プール監視員 13名(夏季繁忙期増員8
名)

'

①「品質マネジメントシステム(1S09001 取
得)、情報セキュリティマネジメントシス
テム(1S027001取得)を導入し、品質マ

ニュアル及ぴ情報セキュリティマニュア

ルの活用により活動の改善を図ってい

る。

②情報セキュリティマネジメント基本方針
を定め、従業員に情報セキュリティの重

要性を徹底している。

人員配

置

10

職員の採用について

利用者・市民・地域の方・団体企業など関係す
る方に対して、"気を配って尽くす=おもてな
しの精神"に共感していただくことを基本とし
て、人間性・経験、資格などを考慮し、幅広い
年齢層を対象として採用を行う。

募集に関しては、基本的には公共職業安定所・
ハローワークを通じて行う。

①総括責任者(兼体育館責任者) 1名

②体育館事務員 2名

③体育館・プール受付事務 7名

④清掃員 6名

⑤業務員 1名

⑥設備員 3名

⑦プール責任者 1名

⑧プール副責任者 1名

⑨プール監視員 14名(夏季繁忙期増員
10名)
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評価

項目

職員の資質向上のための取り組みについて

「継続的な人材育成」と「モチベーションの向

上」を効果的に図る施策を行っていく。

<研修計画>

①運営業務研修②接遇研修③手話・筆談研

修④受付業務研修⑤情報セキュリティ研修
⑥消防訓練⑦救命救急研修⑧プール監視業
務研修⑨スキルアップ研修

<モチベーションの向上>

①個別ヒアリング②社内報③親睦会

人員配

置

＼

榛式会社NBCソシア
第一順位

管理運営費経費の絢減策について

民間のノウハウを駆使して、サービスの質を高
めつつ経費縮減に努めた管理運営を行います。

①コスト面においてもPDCAサイクルを取り
入れ、品質・利用者の満足度・費用対効果

(コスト削減)を高め無駄な支出を省く。

②地元雇用を積極的に行い、人件費(通勤手
当)を縮減する。

③照明器具はL印照明に変えるなどの省エネ
製品への取替を進めて、電気代節減、冷房

効率の向上に努める。

④再委託するべき分野では、できるだけ東長
崎地区の協力会社から選定し、距離による

移動・交通にかかる時問や経費のコスト縮

減に努める。

⑤自社が管理する他施設と同じ協力会社を選
定しトータルコスト縮減の努力を行う。

⑥警備や清掃等の委託料の縮減(複数年契約
や複数業務の発注による価格交渉を行い、

経費縮滅に努める)

⑦資材調達では価格比較を行い適切な業者か
ら納入する。

⑧スタッフの配置(品質を維持した上で無駄
のない、効率的な体制構築に努める)

職員研修を職員一人一人の「プロ意識」を
定期的にチェックする機会と位置付け、サ

ービス品質を一定にし、お客様への更なる

サービス向上を達成する。

<研修計画>

①接遇研修②個人情報研修③受付事務
研修④清掃技術研修⑤救急救命研修
⑥消防訓練研修⑦危機管理研修⑧各種
団体主催講習

株式会社西日本ビルサービス
第二順位

経理

/

(1)再委託費

①自社事業である業務は、再委託ではな
く内製化を図り支出の縮減を図る。

②施設の職員(設備員や業務員)の修繕
実施により、必要最小限の部品や資材

購入に留め、工事費の削減に努める。

③再委託業者の適正化を図るために、再
委託事業の見積書を新たな業者からも

徴収する。

(2)上水道・下水道料金の節減

①利用者に対して節水の啓蒙を根気強く
呼びかけ、啓蒙用の貼り紙についても

効果のあるものを検討する。

(3)漏水対策

①毎日の業務終了及び翌朝の業務開始時
に水道メーター計を測定し、使用量を

記録把握し、漏水の事実がないかどう

か突発的な漏水事故の早期発見と早期

対処に努める。

(4)人件費の縮減策

①繁忙期や閑散期を考慮し効率的な人員
配置を行う。

②シフト制の採用により、休日の変更等
を相互の協力のもとで実施し、休日出

勤数の低滅化を目指す二とで、休日手

当の支出削減を図る。

③所属・部署を超えた人員運用を行い、
業務負担の平準化を艮指し、効率的な

業務遂行を目指す。
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評価

項目

危機管理体制について

(1)施設の安全を脅かす事態の発生可能性低

減のための方策

①大会・イベント等実施時の特別体制の構築

②大会等の施設利用者への申し込み時、火災
予防指導の徹底

③巡回による不審者や不審物等防犯、火気チ
エックによる防火

④子ども、高齢者、障がい者への配慮

⑤日常的な巡回点検における事故予兆のキャ
ツチ

⑥プール監視員の死角の排除

⑦その他予防保全の実施、雨天や降雪時の清
掃等

(2)資格所有者およぴ専門家の配置と活用

(3)安全を脅かす事態発生への備え(マニュ

アルの作成や緊急連絡体制の整備等)

(4)利用者に事故が起きた場合の対応策

(5)防犯・防災・事故防止対策の考え方と取
り組み

(6)災害対策の設備・備品

(フ)消防訓練

(8)防災ラジオによる災害情報の発信

株式会牡NBCソシア
第一順位

株式会社西日本ビルサービス

(1)自然災害(台風,地震・大雨等)対

策

緊急時

の対応

第二順位

①危機管理マニュアルの策定

②避難経路の確保の掲示

③耐震対策計画(固定金具等による耐震
対策等)

(2)防火対策(消防訓練の実施等)

(3)不審者'不審物に対する防犯対策

(4)利用者の事故(溺水や負傷)や傷病
の対応

①被害者の救護(関係機関への連絡等も
含む)

②二重事故防止の措置

③事故の再発防止

④救急救命の研修

(5)新型インフルエンザの発生時の対応
(感染予防策、防除処理)

(6)熱中症の発生時の対応(対応手順の

掲示、救急受診等をマニュアルに基づ
き実行)

緊急時における連絡体制について

①緊急連絡網の作成

①複数の連絡システム(固定電話・携帯電話・
FAX・SNS)にて連絡の不通を回避

②夜間・年末年始の連絡体制の構築

③緊急時の誤発信の防止

施設利用者の安全管理について

(1)コミュニティプールの安全管理

①管理体制の整備(管理責任者・衛生管理
者・監視員・救護員の配置)

②プールの日常点検

③緊急時への対応

④監視員及ぴ職員への徹底した教育訓練

⑤利用者への情報提供(注意事項等を掲示)

⑥「プールの安全標準指針」の遵守

⑦「遊泳用プールの衛生基準」の遵守

(2)トレーニング室の安全管理

①緊急連絡網の作成

②緊急対応マニュアル

(1)施設利用者の安全を第一に誘導と指
示を行う。

①普段から避難訓練を行い、知識や行動
パターンを身に着け、危機管理に備え

る。

②避難経路図の掲示
、

(2)的確な避難放送の実施

①「.危機管理警報放送設備」が設置され
ており、総括責任者をはじめ職員全員

が取り扱うことができる。

、

i
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(3)ちぴっこ広場の遊具施設の安全管理

①国土交通省の「都市公園における遊具の安
全確保に関する指針」等に基づく管理

(4)浴場の安全管理

①プライバシーに配慮した巡回の実施

②公衆浴場法に則った水質の管理等

(5)グラウンド・テニスコート・多目的広

場・屋外の安全管理

株式会社NB0ソシア
第一順位

利用者のトラブルの未然防止と対処方法

緊急時

の対応

(1)クレーム対応

丁寧な説明を行い、双方の思いこみや誤解を

できる限り解消し、利用者との適切なコミュ

ニケーションを図る。「場所を変える」「人を

変える」「時間を変える」という「三変の法
則」に則り対処する。また、施設運営に対す

る改善提言として真撃に受けとめ、迅速に対

応する。

(2)防犯対策(関係団体との連携)

①抑止のための看板等の掲出

②サスマタやカラーボール等を目につく場所
に設置し、抑止力を高める。

③警察等の協力による防犯訓練等

(3)斜面や法面における転落や崩壊の危険が

ある場所のチェック

(4)利用頻度の高い利用者や地域情報の収集

(利用団体、関係団体との連携)

株式会社西日本ビルサービス
第二順位

(1)快適な施設の提供

①各種機器,設備に関しては、徹底した
保守点検を実施する。

②機器・設備の不具合や故障の早期発見
に努め、機器,設備のトラブルによる

「休館0 (ゼロ)」を目指す。

(2)利用者の意見等の申し入れ

①利用者からの意見・要望・苦情があっ
た場合は、誠心誠意をもって聴き取り

を行い、速やかに対処又は措置を講じ

る。

②アンケートの意見を収集・分析し、常
に利用者の立場にたち適正で柔軟な運

営を心掛ける。

③トラブルや意見等の改善にあたり、予
算が高額な場合は、市と協議し、早急

な対応に努める。

(3)犯罪性の高いトラブル

①職員2名以上で対応

②警察署等への連絡

(4)危険箇所の事前調査の徹底

(5)苦情対応マニュアルの整備

4 価格

提案額(5年間総額):482,580千円

(上隈額:524,542 千円の 92.0%)

経費
利用料金収入の提案額を超えた金額のうち、提

案額の10%を超えた部分の取り扱いについて

は、利用者サービス向上のため、トレーニング
機器の増設や、施設・設備等の改修及ぴ周辺環
境美化・保全の活動資金へ活用する。

提案額(5年間総額):484,782千円

(上限額:524,.542 千円の 92.4易)

利用料金収入が提案額の10%を超えた場

10%を超えた部分の50%を長崎市に納^、

付する。
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長崎市総合運動公園、長崎公園及び長崎東公園

指定管理者候補者選定審査会審査報告書

(長崎東公園)

【参考】'( 2 )

令和元年10月

14



長崎市長田上富久様

、

長崎市総合運勳公園、長崎公園及び長崎東公圃

指定管理者候補者選定箸査会に粘ける審杏結果について(報告)

長埼東公園の指定管理者の指定に係る申請内容の審査を行いましたので、審査結果につい

て歌のと郭り級告します。

1 害査結果

第一順位株式会社 NBCソシア

第二順位株式会社西日本ビルサービス

2 選定審査会委員の構成

長崎総合科学大学准教授長李桓
^
字ミ

理事長NP0法人長崎ウェルネススボーツ研究センター職務代理者阿南祐也

九州北部税理士会長崎支部会員員田中一誠

長皓市PTA連合会副会長員林田米蔵

公益財団法人長崎市スボーツ協会理事長員渡辺雄児

長綺市総合運動公園、長崎公園及び長酷東公園

指定管理者候補者選定審査会

令和元年10河 24日

長李桓(^

3 喜査の方法

応募者から提出された申請睿類を基に、募集要項に記載された応募資格等の要件を満た

しているかを亭務局において確認し、事業計画書の内容審査や面接により各委員が総合評

価を行いました。

審査の結果、合哥点数が最も高い団体を第一順位として選定し、以下、指定管理者とし

て適当と思われる団体の順位付けを行いました。

なお、審査にあたうては、公平性及ぴ公正姓を確保するためすべての審査において団体

名を伏せて実施しました。

15
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4 審査の経緯

回数

第1回 令和元年7月12日

開催日

第2回

・会長の送任

・指定管理者制座の概要説明

・利用料企制度の概要説明

・公園施設の観要説明

・募集塾項の説明

・評価項目及て陌a点の決定

・価格点の考え方の決定

令和元年8月5日
ι,▲

第3回

5 申請団体(届出順)

株式会社西日本ビルサービス

株式会社,NBCソシア

6 箸査結果(採点結果は別紙のとおりです。)

第一順位株式会社 NBCソシア

地城賃献という理念のもと自社が持っている長所を積極的に活かそうとする点がよい。

「地域交流の推進を図る」という点において、斬規事業など、多くの住民にしって舷力的'

な針画であった。本来の公共施設の在り力を理解し、基本理念をより理解されている。設

備投資計画に企業努力が見られる。人員配置の合理性の面は、今のところ十分に見えない

ところ、ある。

第二頓位株式会社西日本ビノレサービス

封城1こ根望した運営、事業計画にな0'ている。 1S0取得など、個人情報の保護に対す

る認厳、取り細みが評価できる,地域との交流が十分に感じられる寓業計画であ"、実現

可能性が高い。事業計画に謁いて、創意工夫の面で物足りなさを感じる。

7 審査会総評

第一順位者に0いては、自社がもっている長所を積極的に活かした事業針画の提案や、

地域の将来像を見据えた基本方針の点に当いて高く評価された。第二順位者については、

個人情報保護の取り組みや、地城との協力関係に翁いて評価が高か0た。第一順位者、箪
、

二順位者ともに、施設の設債目的等に合致した基本方卦・理念を理解して紛り、それぞれ

の強みを活かした提案がなされたが、地域交流の推進と併せて、自社の特性を利用したサ

ービス向上の提案において測西の高かクた申諸団体が第一順位者どなうた。

令和元年10月17日

内容

・採点方法の決定

・採点表様式の決定

・施設の視察

・面接

,掲定管理者候捕者順位の決定

16
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唱

'

(別紙)

採点結果

区分

1 事業計陣

(1)

評厳項飼

(誌急の鐙電目釣と針謡)
悠鯉の霞量目的等に合象した芯本方島・蚕
念を埋解し掌棄言的に含?た享業計卿で為
るか

(2)
("^スの陶上)
篇赴の利用者の増Mや判便性を富めるため
の提案があるか

脚
【岬価と輩昔)
事業の矩剰t創薫工慶や評価・哉善休制が
あるか

配点

各美員

2 基斌事項

32

全件

(1)
【^針)
篇股の熊霊幽的を踏旋えた運言方針・理念
となコても゛か

160

12

第一軍位

綜弐会牡NB0りシア

住)

ノ

(平等利尾の隙割
篇霞の逼堂について、公早性を随保する青
え方と方笈が適嬬であるか

60

キ2

(ヨ)

147

【偏人愉帳の課腔)
篇霞の利用者の個人惰報の螺轟1早閣亨る
考え方と恵り粗みぱ憲増が

60

3 管騨違嵩体制

51

40

16

妹弐会社凶8本ビルサービス

(1)

塘三順位

t人員舵劇

臓員閑値駄、当註怖敢Φ紫務を竹うのに適
伺か

.

80

60

8

住)

40

【軽理)
柾寝・管理棄著の茎準等は適切であるか

36

129

4

(緊急緋の封血)
防氾・防翼都のま峠防止に封する取リ岨み
は適堺か i

事蝕等,素急剛二13ける、豊叢体制、マニュ
アル等危犠管理休制は蓋切か

邸)

74

20

54

4

.

38

20

45

16
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18

技備点Φ骨貞

8

30

40

18

70

ノ

4

合計

20

69

誕

4

軸捧点

34

20

1了

64

17,

320

円

16 80

64

18

80

30

290

400

.

70

汀

360

17

263

70
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長崎東公園

指定管理者募集要項

【参考】( 3 )

長崎市東総合事務所地域整備課

令和元,年9月

18



1 指定管理者の募集

長崎市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及ぴ長崎市都

市公園条例(昭和34年条例第27号)第23条第1項の規定により、施設の管理に関す

る業務を行う指定管理者の募集を行います。

長崎東公園指定管理者募集要項

【根拠法令】

地方自治法第244条の2 (第1、 2項略)

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必

要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団

体であって当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管

理を行わせることができる。

【根拠条例】

長崎市都市公園条例第23条(第2~4項略)

1 市長は、稲佐山公園、長崎東公園、長崎市総合運動公園及ぴ長崎公園(以下「指

定公園」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67条)第244条の2第3

項)の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 施設の設低目的及び概要

(1)設置目的

長崎東公園は地域交流の推進を図るとともに公共福祉に寄与することを目的に平成2

年8月1日に開設した公園です。

(2)施設の概要

称ア名

イ所在地

ウ供用開始日

積工面

オ施設の内容

19

長崎柬公園

長崎市戸石町

平成2年8月1日

1 8.03へクタール

コミュニティ体育館(4,472.33nr)

IF 競技場、トレーニング室、浴室、事務室、待合室、健康教室、

更衣室、トイレ、多目的ホールなど

2F ギャラリー、ラウンジ、放送室など

コミュニティプール(2,227.36 rrr)

IF 25MXフコースプール、子供用プール、ウォータースライ

ダー、事務室、更衣室、トイレ、エレベーターなど



2F 客席、作業員室、倉庫、トイレ

運動場(夜問照明有)(5,1 44nr)

庭球場 5面(夜間照明有)(4,367

多目的広場(4,492 rrr)

駐車場(307台)など

利用者数及ぴ利用料金収入実績娚1俳氏1のとおり)力

3 指定管理者が行う業務の範囲

指定管理者は、次の事業及び業務を行うこととします。詳細は、別に定める「長崎東公

園指定管理者業務仕様書」(以下「仕様喜」という。)に従い実施することとします。

(1)指定管理業務

ア施設の運営に関する業務

(ア)施設の受付、案内に関する業務

(イ)施設利用の許可(取り消しを含む)に関ずる業務

(ウ)施設の.利用料金の徴収に関する業務

(エ)施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務

など

イ施設の維持管理に関する業務

(ア)施設及び設備の保守点検に関する業務

(イ)施設の清掃に関する業務

(ウ)備品類の管理に関する業務

(エ)ぞの他の維持管理に関する業務

8 rrt)

ウその他の業務

(ア)事業計画書及び収支予算喜の作成

(イ)事業報告書の作成

(ウ)施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録

(エ)施設の管理記録 6去定点検、施設点検等)と報告

(オ)職員研修

仂)利用者等からの苦情への対応

(キ)避難誘導計画の作成と避難訓練の実施

(2)自主事業

指定管理者は、仕様書に定めた指定管理業務以外に施設の設置目的に合致し、利便性

の向上や施設の魅力を伝えるために効果的であると認められる場合は、自主的な事業を

自らの費用負担により行う二とができます。

※自主事業につぃて提案がある場合は、事業計画書(様式3)に記載のうぇ、提出して

20



ください。

※提案された事業については、実施していただくことになります。

※指定期間中に新たに実施する場合には、事前に長崎市の承認を得たうえで実施してく

ださい。

4 指定の期間令和2年4月1日から令和7年3月31日まで(5年間)

5 管理の基準

(1)施設休館日及び開館(利用)時問

ア施設休館日 12月29日から翌年1月3日まで

※体育館浴室のみ毎週火曜日(その日が休日に当たるときは、その休日後最初の

休日でない日)も休館

イ 開館(利用)時問

体育館麺技場

施設名

トレーニング室

体育館浴室

次の表のとおり

運勳場

専用利用する場合

期問等

練習利用する場合

庭球場

3月1日から

10月31日まで

午前10時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

11月1日から

翌年2月末日まで

午前10時から午後9時まで

利用時問

コミュニティプール

正午から午後7時まで

7月20日(その日が月

曜日にあたるときは7月

19日)から 8月31日(そ

の日が土曜日にあたる

ときは9月1日)まで

午前6時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

9月1日(その日が日曜

日にあたるときは9月2

日)から翌年7月19日

(その日が日曜日にあた

るときは翌年7月18日)

まで

午前9時から午後8時まで

午後1時から午後8時まで

け二だし、土曜日、日曜日及び

休日は、午前10時から午後8

時まで)
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('2)施設の利用の許可について

長崎市都市公園条例及び長崎市都市公園条例施行規則に従って行います。

(3)施設の利用の制限に関する事項

ア長崎市都市公園条仰1(以下「条例」という)第3条第4項に該当する場合は第28

条の規定により、使用の許可をしないことができます。

イ条例第13条1項各号に該当する場合は、第28条の規定により使用の許可を取り

消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができます。

(4)業務の一括委託の禁止

指定管理者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできま

せバノ。、

ただし、指定管理業務の一部(「3 指定管理者が行う業務の範囲(1)指定管理業

務ア施設の運営に関する業務」を除く。)を第三者に委託する場合で、あらかじめ

長崎市の承認を得たときはこの限りではありません。

この場合、長崎市内に本社を有する長崎市の有資格業者を優先してください。

(5)地元雇用

施設設置の経緯をふまえた地元住民団体との協議に基づき行われている地元雇用に

ついては、引き続き実施してください。

(現在の雇用人数;清掃作業員4人、事務補助員1人)

(6)備品等の取り扱い

指定管理者は、別途協定書等に定める施設運営に必要な備品を管理していただきます。

施設の備品は長崎市が購入しますが、指定管理者自らの判断により施設の運営のため

の備品を購入することも可能です。維持管理も含めたこの場合の費用は指定管理者の負

担となり、購入した備品は指定管理者に帰属します。

(フ)関係法令の遵守

指定管理者は、次に掲げる法令等を遵守し、業務を遂行しなけれぱなりません。

ア地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規

イ都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則

ウ長崎市都市公園条例、長崎市都市公園条例施行規則

工個人情報保護に関する法律及ぴ長崎市個人情報保護条例、長崎市情報公開条例

オ消防法

力建築基準法

キ労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

クその他必要と認める法令等
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(8)個人情報の取り扱い

指定管理者は、長崎市個人情報保護条例第37条の規定により、個人情報の保護に留

意するとともに、業務の実施に関して知りえた個人情報について漏えい、滅失、改ざん

及ぴ殿損の防止、並ぴに盗用の禁止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

を講じなけれぱなりません。

違反した場合には、長崎市は、損害賠償の請求をする場合があります。

また、個人情報の漏えい等の防止並ぴに本人からの開示の申出及ぴ苦情への適切かつ

迅速な対応その他個人情報の適正な管理を図るために、個人情綴の取り扱い規程等を作

成するものとします。

(9)情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例第25条の規定により、情報の公開に関ずる規

程等を作成するなど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に関し必要な措置を講ず

るよう努めるものとします。

(10)秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らし

たり、自己の利益若しくは他の目的に使用してはなりません。指定期間が終了し、又

ぱ指定を取り消された後においても同様とします。

aD 文書の管理及び保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文書等は、適正

に管理・保存することとします。文書等の管理及ぴ保存の期間については、本業務の

終了後5年問とします。ただし、長崎市が必要と認める文書等については、指定期間

終了時に、長崎市の指示に従って引き渡すこととします。

(12)環境への配慮

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に努め

ることとします。

ア省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制

イ廃棄物の発生を抑制し、りサイクルの推進及び廃棄物の適正処理

ウ環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)

6 経費に関する事項

指定管理者は、長崎市が支払う指定管理に係る委託料(以下「委託料」という。)及ぴ利

用者が支払う利用料金収入により管理運営を行うことになります。

長崎市が支払う指定期問(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)の委託料の

上限額は524,542千円(税込)となります。この上限額を超えて提案がなされた場
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合は、その時点で失格とし、面接は行わないこととします。

なお、委託料の上限額は修繕料11,164千円(税込)を含む総額となりますが、修

繕料については実績により精算を行うこととします。

※本募集要項における経費に関する金額は、全て税込(税率10%)とします。

(1)委託料

「長崎東公園の管理に関する業務の収支予算書(様式4-1)」において提案があった金

額に基づき、協定書で定め、年度ごとに予算の範囲内で支払います。利用料金制を適用

するため、利用料金を差し引いた額が委託料となります。

(委託料が不足した場合があっても、長崎市は不足分の支出は行いません。)

委託料は、'会計年度(4月1日から翌年の3月31日まで)ごとに四半期に分割して

支払います。なお、 7の(2)で定める指定管理者が行う施設修繕に要する費用につい

ても委託料として支払います。支払い方法等詳細については、協定書で定めます。

また、電気料については、長崎市で支払いますが、それ以外の光熱水費(上水道料及

び下水道使用料)については指定管理者の負担となります。
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(2)利用料金収入

ア.利用料金額

管理運営にあたっては、利用料金制を適用するため、指定管理者は、利用者が支払

う利用料金(施設使用料、施設の附属設備使用料)を自らの収入とする二とができま

す。利用料金の額は、施設の利用促進及ぴ利用者へのサーピスの向上といった観点を

踏まえ、原則として長崎市が条例等で定める額を上限として指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て設定することとなります。

イ利用料金の減免

利用料金の滅免については、長崎市が条例、規則で定める基準に基づき、指定管理

者があらかじめ市長の承認を得て行うこととなります。

減免内容については、「利用料金の減免規定」(別紙2のとおり)に従ってください。

過去の利用料金の減免実績は、「長崎東公園減免利用一覧」(別紙3のとおり)を参

照してください。原則として、これらの減免は継続して行ってください。

なお、諸規定に基づき利用料金を減免した場合による収入の減収については、指定

管理料に当該減収分を見込むも.のとし、補填等の措置は行いません。

ウ利用料金の取扱い

利用料金収入は、施設の使用の許可を受けた年度の会計に属するものとします。

このため、指定期問の最終年度において、公共予約システム等で3月に許可、 4月

に使用、 5月に口座引き落としにて収納した場合は、 3月に許可した指定管理者のも
、



、

のとなります。また、公共予約システム等で4月に許可・使用、 5月に口座引き落と

しにおいて収納した場合は、 4月に許可した指定管理者のものとなります。

なお、利用料金収入が指定管理者の提案額を超えた場合、その超えた金額のうち、

提案額の 10%までは全額を指定管理者の収入とします。10%超えた部分の収入につい

ては、基準として、その超えた部分の 50%を長崎市に納付していただくか、もしくは

利用者還元に充てることとしますが、その使途についても併せて提案してください。

また、次期指定期問に係る利用料金については、次期指定管理者に引継ぐものとしま

す。

(3)委託料の精算

7の(4)で定める施設修繕料を除き委託料の精算は行いません。ただし、指定管理

期間内に次の状況となった場合は、利用料金収入及び委託料について協議を行うことと

します。

ア指定管理業務を追加及び廃止した場合

イ「8の責任の分担」に基づく協議が必要となった場合

ウ指定管理者の経営努力以外の要因により収入が増え、又は経費が減となり、客観的

に見て指定管理者の収益が過大であると認められる場合

(4)区分会計の独立と管理口座

指定管理者は、自身の団体と独立した会計帳簿類及ぴ経理規定を設けるとともに、収

入及び経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理してください。

(5)自主事業の経費

3 (2)の自主事業に係る経費については全て,指定管理者の負担とし、自主事業によ

り得た収入については指定管理者の収入となりますが、損失が発生した場合は、全て指

定管理者の負担となります。

なお、自主事業により収益が生じた場合、公の施設を使用しての収益であることから、

一定割合の長崎市への納付や利用者への還元など収益の取扱いについても併せて提案を

してください。

基準として、収益の10%までは全額を指定管理者の収入とし、それを超えた部分の50%

を長崎市に納付していただくもしくは利用者還元に充てることとします。詳細について

は、協定書において定めることとします。

(6)その他

指定管理業務開始前の引き継ぎ準備に係る経費は、指定管理者に指定された団体の負

担となります。
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7 施設の修繕

(1)長崎市が行う修繕

計画修繕及び(2)で定める指定管理者が行う修繕以外の修繕及び市が委託料に含め

て支払う11,164千円の修繕料を超える修繕については、長崎市が行います。

(2)指定管理者が行う修繕

施設の附属設備や備品の故障、雨漏りなどの運営において緊急を要する修繕で1件当

たりの金額が20万円以下の修繕については、責任分担表に示すとおり長崎市が委託料

に含めて支払う11,164千円の修繕料の範囲内で指定管理者において対応するもの

とします。

(3)修繕の執行

修繕の執行(業者選定、見積徴取、契約等を含む。)は長崎市契約規則(昭和 39年規

則第26号)に準じて行うようにしてください。この場合、長崎市内に本社を有する長崎

市の有資格業者を優先してください。

0

(4)修繕料の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作

成し、市が指定する日までに市に提出するものとし、精算した結果、残金を生じたとき

は、市が指定する日までに市に残金を返還しなけれぱなりません。

8 責任の分担

指定管理者と長崎市の責任分担については、次のとおりです。なお、詳細については、

関係法令に基づいて協定書に規定することとします。

、

制度・法令変更

税制度の変更

物価変動

施設管理運営に影響を及ぽす法令等の変更

運営費の膨張

指定管理者自身に影響を及ぽす法令等の変更

利用者の変動

施設管理・運営に影響を及ぼす税制変更

項目

一般的な税制変更

利用料金の未収

物価変動に伴う経費の増

自主事業りスク

人件費等の運営費の膨張

施設設備等の損

傷

長崎市の事情による利用者の減

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

利用料金の未収による収入減

自主事業の実施に伴い発生するりスク

管理上の理症による施設・設備・備品の損傷

経年劣化等管理上の暇庇によらない施設・設

備・備品の損傷

長崎市

0

指定管理者

0

0

0

0

※0
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※0

0

0

協議事項

0



損害賠償

管理上の暇疫による施設・設備・備品の不備に

よる事故や火災等に伴う利用者への損害

運営りスク

管理上の暇庇によらない施設・酘備・備品の不

備による事故や火災等に伴う利用者への損害

管理上の暇癌(指定管理者の責)による施設・設

備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨時

休業等の運営りスク

不可抗力

管理上の暇庇によらない(長崎市の責による)施

設・設備・備品の不備による事故や火災等に伴

う臨時休業等の運営りスク

指定期閻開始前の準備及ぴ業務引き継ぎにかかる費用負担

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

維持管理(清掃、施設保守点検、設備等法定点検、修繕、安全衛生

管理)

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、利

用者への損害、臨時休業等に伴う運営りスク

します。

>

管理事務所、倉庫等の物品管理

有料施設の利用の許可(受付、許可、料金徴収業務)

使用許可の受付・交付事務

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査,報告、応急措置)

災害時対応(上記における)指示等

利用料金の収受

協議事項

使用料の歳入

0

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

0

(責任の範囲に

ついては協議す

る)

施設の法的管理(公園内行為許可、公園内占用許可、公園施設設

置管理許可等)

施設の整備、改修

0

災害復旧(本格復旧)

火災保険(火災及び災害)

施設賠償責任保険

協議事項

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼすものについては、その都度協議することと

く本責任の分担のほか疑義があるものについては、その都度協議することとします。

0

0(修繕にっい
ては、 H牛当たり

の金額が20万円

以下のもの)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0※市が加入
する保険と重複

しない範囲で必

要な保険に加入

する
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9 保険について

(1)損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したと

きはそれによって生じた損害を長崎市に賠償しなけれぱなりません。指定管理期間の終了後、

又は指定の取消し後も同様とします。

(フK)

(木)

から

まで

(2)第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償について

は、国家賠償法第1条(公務員の不法行為による損害賠償)、同法第2条(公の営造物の殿癌

による賠償)に基づき長崎市が行います。

ただし、長崎市が指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者

に対して賠償したときは、長崎市は指定管理者に対して長崎市が賠償した金額及びその他賠

償に伴い発生した費用を請求することができます。

(3)保険の付保

長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しています。同保険の賠償賣任保険

の内容は次のとおりです。ただし、保険の対象は「賠償責任保険(身体賠償,財物賠償等)」の

みであり、「補償保険(見舞金等)」は対象になりません。

また、指定管理者が自らの責任と費用において実施する自主事業や、医療行為などの保険

の対象とならない業務に起因する事故等によるものについても対象になりません。指定管理者

は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入してください。

指定管理者が対象となる賠償責任保険の内容は、次のとおりです。

施設賠償責任保険契約類型

てん補

限度額

10 公募に関する内容

(1)指定管理者の公募及びスケジュール

本事業の実施スケジュールは次を予定しています。

身体賠償

財物賠償

ア募集要項・資料の配布

1 名につき

1事故につき

イ質問喜の受付

1事故につき

ウ応募者説明会及ぴ現地説明会の開催

D型

工

1億円

質問書に対する最終回答

10億円

2千万円

令和元年

令和元年

令和元年

令和元年

9月

1 0月

令和元年

4日

7日

令和元年

9月

9月

(水)

(月)

4日

1 9日
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9月1 1日(7K)

から

まで

9月下旬予定



.

オ申請の受付

力面接審査の実施

キ選定結果の通知

ク指定管理者の指定の手続き

ケ指定管理者との協定締結

コ 指定管理者による管理の開始

(2)指定管理者の公募手続き

ア募集要項・資料の配布

募集要項、仕様喜及ぴ申請書等の資料は、長崎市指定管理者ホームページからダ

ウンロードできます。また、東総合事務所地域整備課の窓口でも配布します。

長崎市指定管理者ホームページURL

令和元年9月20日

令和元年10月7日

令和元年10月中旬

(日程等決定次第連絡)

htt

令和元年10月中に通知予定

イ質問書の受付

募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。質問への回答は、説明会参加

団体及ぴ質問団体にFAX又は電子メールにて回答し、併せてホームページにも掲

載します。

令和元年12月予定

W棚, o it . na asaki.1

令和2年

(金)から

(月)まで

令和2年

受付期問:9月4日(水)~ 9月1 9日(木)

受付方法:質問書(様式8)に記入のうぇ、 FAX又は電子メールにて【9月19

日午後5時までに】送付してください。電話(口頭)での質問は受け付

けません。

※ FAX及び電子メールでの送付については、必ず通信の確認(電話に

て)をお願いします。

提出先:長崎市東総合事務所地域整備課担当山口

〒851-0133 長崎市矢上町40番28号

電話 095-894-1 248 (直通)

3月予定

4月 1日(フK)

S okai 760000 764000 00舶90. html

ウ質問書に対する最終回答

FAX 095-894-1249

メールアドレス hi ashi_seib i@c it . na asaki.1

工応募者説明会及び現地説明会の開催

募集要項の内容、提出喜類、業務の内容及ぴ施設の概要等について次のとおり説

明会を開催します。応募を予定している団体は必ず出席してください。

令和元年9'月下旬を予定しています。
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開催日時:令和元年9月11日(フK) 9時30分から 1 2時00分まで

開催場所:長崎東公園健康教室

参加人数:各団体2名まで

申込方法:申込書(様式9)に記入のうえ、 FAX又は電子メールにて

【9月9日午後5時までに】送付してください。

※FAX及ぴ電子メールでの送付については、必ず通信の確認(電話にて)

をお願いします。

申込先:上記イ質問書の提出先に同じ

オ 申請の受付

申請書類を次のとおり受け付けます。

受付期間:令和元年9月20日(金)~ 10月7日明)

午前8時45分から午後5時30分まで

提出期限:,10月7日綱)午後5時30分(必着)

受付場所:長崎市東総合事務所地域整備課

※申請書等の提出は持参又は郵送とします。

※郵送の場合は、書留郵便により提出期限の令和元年10月7日絹)

力面接審査の実施

応募内容や事業計画の取り組み内容などを直接聴く、面接審査を実施します。

令和元年10月中旬に実施する予定にしていますが、日程、場所等詳細について

は、後日応募団体に連絡します。

なお、面接審査は、長崎市附属機関に関する条例及び長崎市類型の附属機関に係

る審査会規則に基づき設置される指定管理者候補者選定審査会(以下「審査会」と

いう。)で行います。(審査会の審査及び選定の基準については14に記載。)

午後5時30分必着とします。
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11 応募に関する事項

(1)応募資格

法人その他の団体であり、次の事項を全て満たすものであること。

ア長崎市建設工事等入札参加資格者名簿又は長崎市物品等競争入札有資格者名簿に登

録があるもの(以下「有資格者」という。)。

イ長崎市内に本社を有する者であること。

※複数の団体により構成されるグループでの応募はできません。

ウ長崎市から長崎東公園の施設の運営について助成を受けていない団体であること。

※現在の指定管理者も応募できます。

工 3年以上の実績を有する(過去3力年分の財務諸表を提出できる)団体であること。

ただし、法人以外の団体においてはこの限りではありません。



【有資格者名簿への登録について】

本施設の指定管理者に応募するためには、長崎市の有資格者名簿に登録されていることを条

件とします。名簿登録がない団体は、長崎市の

・物品製造等'・建設工事・建設コンサル

のいずれかの名簿への登録手続きを行ってください'

、

(手続先)

〒850-8685 長崎市桜町2番22号(長崎市役所本館4階)

長崎市理財部契約検査課総務係電話095-829-1160

(手続内客)

次の書類を持参又は郵送により提出してください。

※手続に要する日数について.は上記手続先へお問い合わせください。

名簿の種類

物品製造等

建設工事

熊争入札参加資格審査申請書(物品製造等)

建設コン"

一般鼓争(指名熊争)入札参加資格審査申請喜

~建設工事~

なお、必要な書類等については、契約検査課窓口、又は、次のURLで取得できます。

物品製造等 http://WWW. c ity. naEasak i.1g. jp/jigyo/320000/321000/P026839. html

建設工事 http://WWW. c ity. nagasak i.1Ξ. jp/」喰yo/320000/321000/P026798. html

建設コン" ht如://W削. c ity. nagasak i.1Ξ. jp/jiEyo/320000/321000/P026834. html

ー'般競争(指名麺争)入札参加資格審査申請書

~建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等~

(2)応募団体の制限

応募しようとする団体が次に掲げる項目に該当しないこと。

ア長崎市契約規則第2条の規定により長崎市における一般鼓争入札等の参加を制限さ

れている場合。

イ会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の

開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破

産の申立てがあった場合。

ウ会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立

て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の

申立てがあった場合。(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確

定された場合(建設工事に係る有資格者にあっては、更生手続開始又は再生手続開始

提出書類
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の決定日以後を審査基準日とする経営事項審査を受け、長崎市の入札参加資格審査申

請書を再度提出し、その審査を経て有資格者として認定された者に限る。)を除く。)

工指定管理者の指定取消しを受けたこと又は業務の全部若しくは一部の停止を命じ

られたことがある場合。

オ長崎市指定管理者暴力団対策要綱第3条の規定により、代表者等が暴力団関係者、

暴力団関係者を使用、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与、

暴力団関係者と密接な交際等を有している団体に該当する場合。

力長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領又は長崎市各種契約等における暴力

団等の排除措置に関する要綱の規定による指名停止措置の期問中である場合。

キ長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る)、消費税及ぴ地方消費税を滞納している

場合。

(3)必要な資格

次の免許を取得し、資格を有する技術者を雇用していること。

ア甲種防火対象物の防火管理者の資格所有者(再委託不可)

イプール施設管理士及びプール衛生管理者

ウその他、仕様書に定める各業務において、資格が必要となるものがあります。

12 申請書類

申請時に以下の喜類を提出してください。(原本1分、写い0部)

(1)指定管理者指定申請書(様式1)

(2)団体の概要書(様式2)

(3)事業計画書(様式3)

(4)長崎東公園の管理に関する業務の収支予算書(様式4-1)

(令和2年度から令和6年度までの5力年分)

管理運営費積算表(長崎東公園)(様式4-2)

(5)定款、規約、寄附行為、その他二れらに類する書類(法人以外の団体であっても必

ず提出すること)

(6)法人にあっては、申請書を提出する日の属する事業年度の申請団体の収支予算書及

び事業計画喜又はこれに類する書類

(フ)法人にあっては、申請団体の事業報告書及ぴ収支計算書

(平成28年度から平成30年度までの過去3力年分)

(8)法人にあっては、登記事項証明書及び役員名簿(様式5)

(9)法人にあっては、財務諸表(平成28年度から平成30年度までの過去3力年分)

ア貸借対照表

イ損益計算書(明細書付)

ウ財産目録

工法人税申告書別表1、4、5の写し(税務署の受付が確認できるもの(電子申告につ
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いては、受信通知の写しを添付すること))

aの印鑑証明書(発行から3力月以内のもの)

(11)納税に関する証明害(発行から3力月以内のもの)

ア長崎市税においては完紬証明書

イ法人事業税(長崎県分)の納税証明喜(直近の事業年度分)

ウ消費税及ぴ地方消費税の納税証明書(直近の事業年度分)

※紬税義務のある場合のみ。納税義務のない場合は、その旨の申立書(様式6)

を提出すること。

(12)申立書(11(2)に該当しない旨の申立書)(様式7)

(13)長崎東公園利用者数の見込み(体育館)(様式11 -1)

長崎東公園利用者数の見込み(コミュニティプール)(様式11-2)

※提出喜類は、官公署が発行する証明書等やむを得ない場合を除き日本工業規格の

A版とします。

※原本を1部、原本を写したものを 10部提出して下さい。

二穴綴じファイルとします。ステープラー留めは不可です。

※写しは、審査の公平性を確保するため、団体が特定できないよう団体の名称、住

所、電話番号等をすべて伏せて提出してください。

13 申請に際しての留意事項

(1)接触の禁止

本件提案に関して、審査会委員、長崎市職員及びその他本件関係者に応募者が接触

することを禁止します。応募者等が審査会委員に対し、特定のものを有利にし、又は

不利にするような働きかけを行ったときは、失格とする場合があります。

なお、長崎市総合運動公園、長崎公園及び長崎東公園の審査会委員については、次

のとおりです。

田中一誠(九州北部税理士会長崎支部)

李桓(長崎総合科学大学建築学コース)

渡辺雄児(公益財団法人長崎市スボーツ協会)

阿南祐也(NP0法人長崎ウェルネススボーツ研究センター)

林田米蔵(長崎市PTA連合会)

(2)応募の制限等

ア本(同一)施設への応募は、 1団体につき 1申請のみとします。

イ長崎東公園の指定管理者に応募した場合、長崎市総合運動公園及び長崎公園の指

定管理者の応募はできません。また、その他の長崎市の公園施設と.の複数の応募も

できません。

ウ同種の施設の指定管理者となっている団体及ぴ指定管理者として選定された団体

は、本施設と指定期間が重複する場合は応募ができないものとします。
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(3)申請内容変更の禁止

提出された書類の内容については、提出期限後において変更することはできません。

ただし、提出期限後のその内容に明らかな錯誤があると認められる場合は、審査会

での協議により、訂正することができます。

(4)虚偽の記載

提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。

(5)申請書類の完備

12に掲げるすべての申請書類が揃っていない場合は、申請を受付けません。

(6)応募書類の取り扱い

提出書類は返却しません。なお、申請団体が提出した害類の著作権は、申請団体に

帰属します。

ただし、長崎市は指定管理者候補者の選定を行う際や長崎市議会の審議等必要な場

合は、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

また、喜類は長崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。

(フ)応募の辞退

申請後、辞退する際には辞退届(任意様式)を提出していただきます。

(8)費用負担

応募に際して発生する費用は、選考の有無にかかわらず応募者の負担となります。

14 審査及び選定の基準

(1)審査方法

指定管理者の選定にあたっては、外部委員による審査会において、技術点及び価格

点の合計で評価を行う総合評価方式により審査し、審査会での審査の結果を踏まえ長

崎市において指定管理者候補者を選定後、議会の議決を経たうぇで指定管理者を指定

します。

34

(2)審査の内容

ア資格・書類審査

提出された害類により、必要資格等の審査を長崎市において行います。

イ書類・面接審査

審査会が、応募内容や事業計画の内容などについて、書類及び面接にて審査を行

います。面接は、応募者ごとに個別に行い、提出していただいた書類をもとに進
」

めます。



(3)選定基準

ア安定した経営能力については、提出された妻類により評価を行います。

イ審査.における評価項目及び配点は次のとおりです。

区分 大項目 配点

事業計

画

中項目

施設の設置目的と

き十画

陀

技術

点

サービスの向上

配点

基本事

項

評価と改善

詳細

12

施設の設置目的等に合致した基本方針・

理念を理解し、事業目的に合った事業計

画であるか

基本方針

16

稔

平等利用の確保

施設の利用者の増加や利便性を高めるた

めの提案があるか

8

管理運

営体制

個人情報の保護

事業の提案に創意工夫や評価・改善体制

があるか

8

人員配置

施設の設置目的を踏まえた運営方針・理

念となっているか

16

4

経理

価格

点

施設の運営について、公平性を確保する

考え方と方策が適切であるか

4

緊急時の対応

価格

施設の利用者の個人情報の保護に関する

考え方と取り組みは適切か

8
職員配置は、当該施設の業務を行うのに

適切か

16

4

(4)失格基準

施設を管理運営する安定した経営能力がないとき

長崎市が支払う委託料の上限額を超えて提案がなされたとき

評価項目の大項目の全てにおいて、配点の50%未満となるとき

技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるとき

経理・管理業務の基準等は適切であるか

経費

防犯、防災等の未然防止に対する取組み

は適切か

事故等、緊急時における、連絡体制、マ

ニュアル等危機管理体制は適切か

4

経費は適正か

※上限の範囲内において、'一定の基準額

までは経費の削減努力を評価します

が、その基準額を下回る場合はサービ

ス水準の低下が懸念されることから、

評価が下がります。

16
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オ「人員配置」「緊急時の対応」のいずれかが0点であるとき

(5)選定結果

選定結果については、採択、不採択に関わらず、申請団体に通知するとともに、長

崎市指定管理者ホームページ等において、申請者名、順位、点数等を記載した審査会

の報告書を公表します。

指定管理者候補者・に決定した団体については、指定管理者選定結果通知喜により通

知しますので、指定管理者候補者承諾書(様式10)を速やかに提出してください。

また、指定管理者候補者に決定した団体が、管理の開始までに「11 応募に関す

る事項」に規定する要件を満たさなくなったときは、速やかに長崎市に届け出てくだ

さい。

15 指定管理者の指定の手続き

指定管理者は、地方自治法の規定により長崎市議会の議決を経たうぇで指定されます。

指定議案は令和元年11月市議会定例会に提案することを予定しており、議決後、指定

団体に通知します。

16 協定に関する事項

指定管理者の指定後に、指定管理者と長崎市とにおいて、指定管理業務に係る管理業務

上の詳細な事項について、協定を締結します。

また、協定喜に定めのない事項が発生した場合には、改めて協議することとします。

(1)協定に盛り込む事項

ア総括的事項

・施設の概要(施設の名称、規模、開館時問、休館日など)

・指定期問

イ管理業務の履行に関する事項

・業務の範囲に関する事項

・個人情報保護に関する事項

・情報公開に関する事項

・職員への教育・研修

・利用者等からの苦情への対応

ウ施設の利用に関する事項

・利用料金に関する事項

・自主事業に関する事項

工委託料に関する事項

・委託料の金額

・支払方法及び精算方法
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オ事業の実施に関する事項

・実施計画の実施に関する取り決め事項

力責任分担に関する事項

キモニタリングに関する事項

・事業報告書の作成及ぴ業務報告に関する事項

・利用者アンケートに関する事項

,事故報告に関する事項

ク指定の取り消し及ぴ管理業務の停止に関する事項

ケ業務不履行時等における違約金に関する事項

コ指定期閻終了に伴う措置に関する事項

サその他必要な事項

(2)協定の締結に際し必要な事項

協定の締結に際し必要な事項については、指定管理者と長崎市が協議のうぇ定める

こととしま,す。

(3)協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取

り消す二とがあります。

ア正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

イ財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき

ウ著しく社会的信用を損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき

1フモニタリング

長崎市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理業務の実施状況を把握する

モニタリングを実施します。

指定管理者は、長崎市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこととします。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていない

と認めるときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止

や指定の取り消しを行うことがあります。

(1)実施方法

ア事業報告書の提出

指定管理者は実施した事業に関する報告書(事業報告書)を作成し、月ごと、年度

ごとに長崎市に提出することとします。

イ施設利用者のアンケートの実施

指定管理者は、サービスの向上や利用者の増加が図られるなどの効果があったか
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厳正に評価し検証する観点から、アンケート等により、施設利用者の意見、苦情等

を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について長崎市に報告するものとし

ます。

ウ担当職員による現地調査

担当職員が、直接施設に行き、管理運営の状況を調査することとします。

工指定管理者による自己評価

指定管理者は、、業務についての日報や月報等を作成することにより、事業計画と

の整合が取れているか等の自己評価を行い、事業計画との乘離がある場合は、早期

に原因究明を行い、対策を講じることとします。

オその他

長崎市は、指定管理者の管理運営状況を把握するため、必要に応じた監視・指導

を行うものとします。

18 指定の取消し及ぴ違約金

(1)指定取消し等の要件

市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消し、

又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

ア自らの責めに帰すべき事由により、'指定を受けた後、業務の辞退や協定の解除の

申出により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。

イ協定又は関係法令等の条項に違反したとき。

ウ本募集要項「11 応募に関する事項」に定める要件を満たさなくなったとき。

工施設の管理に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。

オ著しく社会的信用を失ったとき。

力その他、市長が必要と認めるとき。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、市は

その賠償の責めを負いません。

また、指定を取消した場合において、市に損害、損失又は増加費用があるときは、指

定管理者は市に対し、その損害等を賠償することになります。

(2)業務不履行時等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、違約金として指定管理者が長崎市に提

出した本施設の管理に関する業務の収支予算書における指定期間に係る委託料の額か

ら、長崎市が認める・正当な履行部分に相当する額を除いた額の 100分の 10 に相当する

額を長崎市に納付していただきます。

なお、「6 経費に関する事項」①に.より前金払いにて支払われた委託料のうち、業

務不履行部分に係る委託料については、返還していただくこととなります。
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19 その他の事項

(1)指定管理者として議会の議決が得られなかった場合等の措置

次のいずれかに該当した場合は指定管理者に指定しません。

ア長崎市議会での議決が得られない場合

イ議決を得るまでの問に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる

事項が生じた場合

なお、いずれの場合においても、指定管理者候補者が応募に関して負担した費用

及ぴ管理運営の準備のために負担した費用については、全て指定管理者候補者の負

担とします。

(2)業務の継続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速や

かに長崎市に報告するものとし、その場合の措置については、次のとおりとします。

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合、又はそ

のおそれが生じた場合には、長崎市は指定管理者に対して改善等の指示を行い、期

間を定めて改善策の提出及び実施を求めることができるものとします。また、指定

管理者がその期閻内に改善することができなかった場合には、長崎市は指定管理者

の指定の取り消し、又は業務の全部もしくは一部の停止を命じることができるもの

とします。

なお、指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止され

た場合には、 18の(1)、(2)と同様に取り扱うこととし、その旨を基本協定書に

規定するものとします。

イ、<不可抗力等による場合

不可抗力その他指定管理者及ぴ長崎市の責めに帰することができない事由により

業務の継続が困難となった場合は、指定管理者と長崎市は、業務継続の可否等につ

いて協議を行い、継続が困難と判断した場合は、長崎市は、指定管理者の指定の取

り消し、又は業務の全部もしくは一部の停止を命じることができるものとします。

(3)業務の引き継ぎについて

指定期問の終了又は指定の取り消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、円滑

かつ支障なく引き継ぎができるように協力していただくこととなります。
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【問い合わせ先】

長崎市東総合事務所地域整備課(担当:山口)

住・所〒85↑一0133 長崎市矢上町40番28号

電話 095-894-1 248 (直通)

095-894-1249FAX

メールアドレス h igashi_se ib i@city. nagasaki.1g. jp
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●長崎東公園

ア利用者数

コミュニティ体育館

募集要項

(H27~H30)

トレーニング室

浴室

運動場(ソフトボール場)

庭球場

2 (2)力利用者数及び利用料金収入

プール

平成27年度

イ

合計

利用料金収入(H27~H30)

43,769

体育館利用料

26,464

37,482

平成28年度

トレーニング室利用料

区分

浴室利用料

フ,052

28,524

運動場利用料

32,503

43,901

175,794

庭球場利用料

26,訟4

プール利用料

36,527

平成29年度

H27年度分

体育館附属設備利用料

6,255

【別紙1】

28i524

プール附属設備利用料

34,125

44,952

3,194,227

176,216

(単位:人)

28,873

5,514,163

、

36,309

平成30年度

※自主事業分を除く

2,625,230

H28年度分

4,980

28,253

238,946

計

34,1 16

4,212,993

45,642

3,348,082

17フ,483

29,428

フ,527,280

5,930,163

35,370

2,496,790

H29年度分

522,855

5,468

28,872

252,350

229,316

24,088,044

31,436

4,495,372

3,519,641

176,216

8,167,318

6,206,748

(単位:円)

2,610,220

H30年度分

574,264

267,610

175,000

25,508,915

4,47フ,645

3,459,843

フ,962,786

6,208,050

2,452,620

572,133

258,640

198,348

25,782,813

4,388,248

フ,203,159

548,916

225.830

24,685,014
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●長崎東公園募集要項 6 (2)イ

0長崎市都市公園条例

(利用料金の減免)

第27条.指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金を減免す

ることができる。

0長崎市都市公園条例施行規則

(使用料等の減免)

第12条条例第10条第3項の規定により減免することができる有料公園施設の使用料の額並び

に条例第27条に規定する稲佐山公園等の有料公園施設(稲佐山公園展望台駐車場を除く。)及

ぴ長崎市平和会館の利用料金の減免の承認の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定めるところによる。

①次のいずれかに該当するとき使用料又は利用料金(以下この条において「使用料等」と

いう。)の全額

ア本市又は本市の機関が主催し、又は経費の一部を負担する行事に利用するとき。

イ本市が設置する学校.(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。

第3号アにおいて同じ。)が教育の目的達成のための行事に利用するとき。

ウ本市が設置する児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定

する児童福祉施設をいう。第3号イにおいて同じ。)がその活動のための行事に利用すると

き。

工市長が定める地域に住所を有する者(以下この条において「地域の住民」という。)が長

崎東公園運動場を利用するとき。

オ地域の住民が当該地域の交流を図るための行事にコミュニティ体育館の読技場を利用する

とき。

力地域の住民(60歳以上の者に限る。)がコミュニティ体育館の浴室を利用するとき。

キ本市に住所を有する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体

障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に

定める精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定

める療育手帳を所持するもの(これらの者を介護する者がある場合は、その者(1人に限

る。)を含む。)がコミュニティプールを利用するとき。

②国若しくは県又は公益財団法人長崎市スポーツ協会(当該協会に加盟する団体を含む。)

その他スポーツ団体(第6号において「スボーツ団体」という。)が主催するスボーツ大会、

競技会その他の行事(入場料等を徴収する行事を除く。同号において同じ。)で市長が別に定

めるものに利用するとき使用料等の全額又は5割に相当する額

③次のいずれかに該当するとき使用料等の7割に相当する額

ア本市に所在する学校(第1号イに規定する学校を除く。)が教育の目的達成のための行事

に利用するとき。

イ本市に所在する児童福祉施設(第1号ウに規定する児童福祉施設を除く。)がその活動の

ための行事に利用するとき。

ゞ

「利用料金の減免規定」

【別紙2】
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ウ本市に所在する社会教育関係団体が児童又は生徒の活動のための行事に多目的ホール、野

外ステージ、コミュニティ体育館の競技場、コミュニティプール及び三和少年交流センター

(次号イにおいて「多目的ホール等」という。)を利用するとき。

④次のいずれかに該当するとき使用料等の5割に相当する額

ア本市に所在する心身障害者団体若しくはその育成団体又は社会福祉事業を行う団体がその

目的達成のための行事に利用するとき。

イ本市に所在する社会教育関係団体がその目的達成のための行事に多目的ホール等を利用す

るとき。

(5)次のいずれかに該当するとき使用料等の5割以内の額

ア地域の住民がコミュニティ体育館の競技場を利用するとき(第1号オに該当するときを除

<。)。

イ地域の住民(小学校の児童、中学校の生徒又は高等学校の生徒を除く。工において同

じ。)がコミュニティ体育館のトレーニング室を利用するとき。

ウ本市に住所を有する者(65歳以上の者に限る。)又は地域の住民(12歳以上(小学校の児

童を除く。) 60歳未満の者に限る。)がコミュニティ体育館の浴室を利用するとき。

エ,地域の住民が長崎東公園庭球場を利用するとき。

⑥本市又は本市の機関が後援する行事に利用する場合又は市長が認めるスポーツ団体が主催

し、経費の一部を負担し、若しくは後援するスボーツ大会、競技会その他の行事に利用する場

合(第2号に該当する場合を除く。)で、市長が別に定めるものに該当するとき。使用料等の2

割に相当する額

⑦その他市長が特に必要と認めるとき。市長が別に定める額

2,条例第27条に規定に規定する長崎市平和会館の利用料金の滅免の承認の基準は、長崎原爆資

料館条例施行規則(平成7年長崎市規則第53号)第19条の規定の例による。

3 条例第10条第3項の規定により減免することができる附属設備(コインロッカー及びシャワ

ーを除く。以下この項において同じ。)の使用料又は条例第27条に規定する稲佐山公園等の有

料公園施設の附属設備の利用料金の減免の承認の基準は、市長が別に定める。

4 使用料等の減免を受けようとする者は、都市公園使用料(利用料金)減免申請書を市長に提出

しなけれぱならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

【別紙2】
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●長崎東公園募集要項 6 (2)イ

卓球

バドミントン

長崎東公園減免利用一覧

「長崎東公園減免利用一覧」

ノ叉レーボーノレ

分類

優待

バスケットボーノレ
(ハーフ)

10-17H寺

アリーナ大会専用

優待

17-21E寺

減免額(円)

10-17時

優待

17-21B寺

浴室

10-17R寺

150

優待

17-21H寺

180

トレーニング

10-17H寺

250

平成30年度

件数

【別紙3】

優待(60歳以上)

17-21H寺

280

167

優待(60歳未満)

庭球場

630

45

減免額(円)

750

90

高齢者

500

優待

運動場

26

560

25,050

0

優待

優待

8,100

優待会員

0

360

備考

22,500

8-1部寺

玲0

プーノレ

優待

フ,280

18-21B寺

0

180

プール大会専用

23,727

45

6-18"寺

164

1,190

0

18-21a寺

団体

435

優待(一般)

0

8,540

200

500

優待(幼小中)

480,558

300

522

8,541,720

学生無料

0

170

134

身体障害者

300

78,300

1,537,200

2,416

2

91

460

85,608

、159,460

0

150

巧0

85

460

400

27,300

694

2,108

1,フ75

0

3,083

205,360

300

319,240

41,57フ

6

316,200

266,250

1,418,180

406,795

13,906,301

44

計



体育館

4月15日(日)

日付

4月21日(士)

4月28日(土)

4月29日(日)

バドミントン大会

4月30日(月)

バドミントン大会

平成30年度施設使用料減免

5月13日(日)

バドミントン大会

大会名

5月26日(士)

バドミントン大会

6月2日(士)

バドミントン火会

6月2日(士)

バドミントン大会

6月3日(助

バドミントン大会

6月9日(士)

バドミントン大会

6月16日(士)

バドミントン大会

減免率

6月23日(士)

幼稚園運動会

6月23日(士)

7害ι

ノノレディックウォーキング教室

6月24日(勵

7告1

ノノレディックウォーキング教室

減免額

7筈4

7月7日(士)

バドミントン大会

7割

7月7日(士)

バドミントン大会

7月8日(田

7割

【別紙3】

ノルディックウォーキング教室

フ,595

7月14日(土)

7害11

バドミントン大会

9,389

7月27~31日

7害11

バドミントン大会

フ,595

備考

9時~18時

8月5日(助

7害"

バドミントン大会

フ,595

8月11日(士)

7害ι

バドミントン大会

フ,595

8月18~19日

7害"

バドミントン大会

全額免除

フ,595

8月22~23日

バドミントン大会

全額免除

フ,595

9月24日(月)

バドミントン大会

フ,595

9月22日(土)

7害1】

バドミントン大会

フ,595

9月23日(田

7害1]

バドミントン大会

全額免除

フ,595

9月27日(木)

10,850

バドミントン大会

9月29日(士)

7害U

10,850

バドミントン大会

10月13~14日

地域福祉課

7害1

バドミントン大会

フ,595

10月26臥金)

地域福祉課

7害1]

長崎市老人クラブ連合会体力測定

フ,595

10月20~21日

7割

10,850

バドミントン大会

7割

保育園運動会

フ,595

地域福祉課

7割

長崎市東部ブロック

フ,595

7割

バドミントン大会

9,272

7害4

フ,595

7害4

55,359

フ。"

フ,595

7割

9,389

7害"

15,190

5。"

19,598

7害1」

フ,595

7割

全額免除

9,389

フ,595

5。"

2,335

フ,595

45
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体育館

11月4日(日)

11月10日(士)

11月16~17日

11月23日(金)

綱引き大会

12月1日(士)

バドミントン大会

12月9日(勵

戸石福祉まつり

12月15日(士)

バドミントン大会

12月16日(田

バドミントン大会

12月22臥土)

バドミントン大会

12月23日(日)

バドミントン大会

1月6日(日)

バドミントン火会

1月19日(士)

バドミントン大会

1月27日(勵

バドミントン大会

5割

バドミントン大会

7害4

バドミントン大会

全額免除

バドミントン大会

7害11

7害1

5,425

.

7害1

フ゜ーノレ

9,389

減免額合計

【別紙3】

7害1

37,748

7御1

日付

フ,595

6月10日

7害1

フ,595

5月27日

7割

9月25~26日

9,272

7害゛

フ,595

水泳大会

11月25日

7害リ

12月25~28日

9,272

水泳大会

5害r

平成30年度施設使用料減免

フ,595

ボノレトガノレ水泳チームトレーニング

3月10日

大会名

フ,595

水泳大会

フ,595

冬季強化練習協会

12,981

水泳大会

9,272

480,558

減免率

減免額合計

5割

5害"

全額免除

減免額

7割

7害4

46,286

7害4

46,286

65,826

備考

80,999

86,399

80,999

406,795
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《参考》指定管理者実績

決算額(税込み)

J

需用費

(印刷費、燃料費等)

役務費

(通信運搬費、手数料等)

光熱水費(上水道)

27年度

光熱水費(下水道)

光熱水費(ガス)

458

654

28年度

【別紙4】

10,555

3認

11,879

872

29年度

11,000

399

12,395

(千円)

901

30年度

11,155

467

12,576

999

10,965

12,355
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長崎.東公園

指.定管理者・業矛劉士様書

施設の運営に関する業務

施設の維持管理に関する業務2

長崎市東総合事務所

令和 2年

地域整備課

4月

48



施設の運営に関する業務

目的

施設の機能を十分に発揮させ゛利用事務を円滑に行うことで、市民サーピスの向上を図るもの。

公園施設の利用日及ぴ利用時間

(1)施設休館日 12月29日から翌年1月3日まで

※体育館浴室のみ毎週火曜日(休日のときは翌日以後最初の休日でない日)が休館。

次の表のとおり

2

(2)開館(利用),時間

体育館競技場

施設名

体育館トレーニング室

体育館浴室

運動場

49

庭球場

専用利用する場合

練習利用する場合

コミュニティプール

期闘等

※1.7月20日くその日が月曜日にあたるときは7月1,9日)から 8月3 1日(その日が土

曜日にあたるときはg月1日)まで

※多目的広場は条例上、利用時間の定めがないが、利用に関しては、他施設と同様、指定管理

者の許可を必要とする。

3月から10月まで

11月から2月まで

3

午前10時から午後9時まで

人員配置

(1)公園の管理運営業務に関して、利用の受付に関すること等に十分対応できるようにするこ

と。

また、その他施設の維持管理に必要な人員配置を行うこと。

(2)プールについては救急救命ができる職員を営業時間中常時配置し、利用者の安全の確保を図

ること。また、夏休み期間中は監視職員の増員を行い、利用者の安全確保を図ること。

施設利用の受付・使用許可・案内について

(1)市民の平等利用を確保すること。利用受付にあっては、利用の受付期間の制限や特定団体の

利用回数の制限を行い、他の利用者との均衡を図ること。

(2)地元の利用については、十分な配慮を行うこと。

(3)利用状況を把握すること"特に、、同一利用時間帯に複数団体の利用が重なる事態がないよう

にすること。

(4)利用の許可を行った場合には、許可書等を発行すること。

夏休み(※1)

午前9時から午後9時まで

夏休み以外の土日祝日

午前10時から午後9時まで

正午から午後7時まで

夏休み以外の平日

利用時問

午前8時から午後9時まで

午前6時から午後9時まで

午前8時から午後9時まで

4

午前9時から午後8時まで

午前10時から午後8時まで

午後,1時から午後8時まで



(5)有料公園施設の利用受付期間については、長崎市公共予約システムとの整合性を図るため、

次の期問において行うこと。

大会利用・'・利用日の3ケ月前から1ケ月前まで。

個人利用、ー・利用日の1週間前から当日まで。

(6)プールの受付に関しては、設置してあるゲートシズテムを利用すること。

(フ)権限(責任),の所在

施設剥用許可(目的内)

利用受付

、

許可書交付

料金収納

減免確定

利用不能確定

料金返還

施設利用許可(目的外)

行為許可

指定管理者

占用許可

設置管理許可

(8)トレーニング室における事故防止対策について

①'、初めての利用者に対して、「利用上の注意1及び「器具の使用方法jについて講習を行う

こと。「利用上の注意」の講習とは、利用上の注意書き(下記参照)を配布し、説明を行う

ことをいう。「器具の使用方法」の講習とはイ器具の使用方法について説明を行うことをい

つ。

講習修了者仁ついては、名簿等により把握しておくこと。

0

長崎市

、

・運動靴を着用すること。

・器具の操作方法がわからない時はL受付に尋ねること。

・器具使用後、器具や床に付着した汗など拭きとること。(タオル・モップ設置済)

・器具に破損個所があった場合は管理事務所へ知らせること。

・貴重品、'手荷物はロッカニに入れ施錠するごと等。

②.トレLニング室の巡回を1時問ごとに行い、特に初めての利用者に対しては声掛けを行う

こと。

③・'・職員採用時及び定期的に、職員へ器具の取吋及いについての研修を実施すること。

利用の調整

(1)体育団体との調整を図るためイ,施設利用に関してスポーツ振興課と年間調整を行うこと。

(2)大会利用の許可をした場合には、」般の公園利用者の妨げにならないよう大会主催者と十分

な協議を行うこと。

0

5

"、、、冒冒一「〒戸冒T,.『"ー^",J〒耳r'^^、^一■,ー^ⅡⅡⅡⅡ^巨一.Ⅱ」.,^、.",、'L.'
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(3)営業性が認められる大会の許可に関しては、土木総務課の承認を得ること。

(4)大会等によりー一般の利用ができない場合は、現場において周知を図ること。

6 予約システムについて

(1)事務の軽減を図るため、庭球場、"運動場、,体育館競技場、多目的広場については、長崎市公

共予約システムを利用すること。

(2)手処理において利用の許可を行った場合には、予約システムに入力し、利用者の重複が起き

ないようにすること。

(3)1手処理において、1施設利用の取り消しを行った場合には、予約システムにより使用の許可を

取り消すこと。

i

7 施設の利用不能について

雨天等の理由により,、'当日利用が出来ない施設については、利用不能の処理を行うこと。

8 料金の徴収について

0)'手処理で有料公園施設の利用許可を行ったときには、長崎市都市公園条例で定める額を上限

として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て設定する料金をその場で徴収し、現金領収

書を発行すること。

(2)予約システムにおいて許可を行った場合には、料金の徴収は口座振替において行うため、料

金の徴収は行わない二と。

9 料金の減免について

減免事務は指定管理者が行う二と。

10 料金の収納に.ついて

料金は、徴収したその日に計算し、収紬した日又はその翌日(その日が日曜日若しくは土曜日、

又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」とい

う。)又はその白後において、その日に最も近い休日でない日)に管理のための口座に納入するこ

と。プールの使用料も同様とするb

J

11'料金の返還について

有料公園施設の利用が出来なかった場合においては、・料金の返還処理にかかる事務を行う二と。

12 書類の管理

業務に関する一切の文書については、指示に従い適正に管理すること。

13 報告

次に掲げる事項を記載した事業報告書綱報)及び事業報告害(年報)を作成し、事業報告書

(月報)においては月ごとに作成し翌月10日までに、事業毅告書(年報)においては、毎会計年

度終了後30日以内にイ長崎市に提出しなけれぱならない。ただし、事業報告書絹報)において

は(4)を除く。

(1)業務の実施状況に関する事項
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(2)東公園の利用状況に関する事項

(3)利用料金の収入実績

(4)管理経費等の収支状況等

(6)"利用者からの苦情とその対応状況

(6)'自主事業の実施状況

(フ)修繕費の支出明細書

(8)前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

14,防犯等の対策

(1)不審物等を発見した場合、東総合事務所地域整備課(以下、「地域整備課」という。)をはじ

め関係機関に連絡し、指示に従うこと。

(2)防犯対策及び防火対策を十分に図ること。

15 ・放置物の取扱い

遺失物と考えられるものは、管理事務所に保管し、」定期間後廃棄すること。'意図的に廃棄さ

れた物については、地域整備課へ報告し、廃棄すること6

16一緊急時の対応について

協定書に基づき、対応を行うこと。

事故や災害時など、迅速に対応できる体制を確立するこ'と。

発生時にば、状況に応じて被害者の救済、誘導を図り、地域整備課をはじめ関係機関に連絡する

こと。

17'賠償責任保険への加入

協定書に基づき';対応を行うこと。

指定管理者の管理に過失があづた場合については、指定管理者に賠償責任が生じることとなるの

でイ自らの負担において市が加入する保険と重複しない範囲で必要な賠償責任保険に加入するこ

と6

一」1-.ー.'"ー
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施設の維持管理に関する業務

公園利用者が快適に施設を利用するための、公園全体の施設及ぴ設備を常に適切に保つこと。

1 施設の維持管理

施設の雑持管理一覧表

塲所

園内清掃業務

・業務内客

便所清掃業務

駐車場錠管理業務

低木剪定業務

園内除草業務

施設・設備保守点検業務

清掃業務

規模

公薗全体

浴場清掃及ぴ水質管理業務

屋外2箇所

便所請掃業務

5箇所

施設・設備保守点検業務

期間

、、

約 19,600 株

1 回/日

機器管理業務

71.50O Trl

1 回/日

一式

2 回/臼

備考

仕様富 1

4,692 n;

警備業務

1 回/年

仕様喜 2

319 r6

舞台設備保守点検業務

12 回/年

仕様喜 3

1箇所

舞台音饗設備保守点検業務

年問

仕様書'4

1式

自家用電気工作物保安管理業

務

1 回/日

仕様書 5

一式

1 回/日

仕様書 6

自勤ドア保守点検業務

1 回/日

資格名

仕様書 7

トレーニング器具保守点検業

務

年閻

仕様婁 8

1式

年間

仕様書 2

1式

消防設備点検業務

仕様婁 6

1式

貯水槽清掃饗務

仕様書 9

1式

年閻

1 回/月

冷房設備点検業務

2箇所

1.回ノ月

防火設備点検業務

仕様喜 10

特定化学物質作業主任者(国)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(国)

第1種圧力容器取扱主任者又はボイラー技士(国)

第3種冷凍機械責任者(国)

〆

1式

4回/年

清掃柴務

仕様書打

便所清掃業務

仕様喜 12

1式

、

2回ノ年

施設・設備保守点検業務

警備業務認定(全国警備業協会)

仕様婁 13

1式

2回/年

機噐及び水質管理業務

2級錘台機構調整技能士

仕様婁 14

1式

2回/年

^、^^■一.、ー,.ー^^^一冒^^一■^^』.^一〒』^^、゛リ冒^.^、ー、^、^冒一、,^^」一.^,■.'、^」

第3種電気主任技術者(国)

仕様婁 15

4基

1 回ノ年

警備業務

3,,205 rrl

仕様婁 16

1 回/年

5箇所

仕様婁リ

1 回/年

1式

1式

消防設備土又は消防設備点検資格者(国)

1 回/日

仕様婁 30

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(国)

貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者

厚生労働省認定(水質検査)

1 回ノ日

仕様婁 31

年問

仕様婁 18

1式

年間

仕様雲 2

一瓶建築士若Lくは二撤建築士または防火設備接査員

(国)

仕様書 6

仕様婁 19

』."-L一『一ー,.ー

年問
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特定化学物質作業主任者(国)

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(国)

第1種圧力睿器取扱主任者又はボイラー技士(国)

(社)日本プールアメニティ施設徳会プール衛生管理者

仕様書 20
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エレベーター保守点検業務

自家用電気工作物保安管理業

務

自勳ドア保守点検業務

消防設備点検業務

貯水槽清掃業務

1式

ウォ'タースライダー保守点

検業務

1式

塩素滅菌装置点検業務

1式

2回/月

ゲートシステム保守点検業務

1式

オゾン滅菌装置点検業務

4回/年

1式

防火設備点検業務

仕桟喜 21

2回/年

更衣室清掃業務

仕様婁 13

1式

2回/年

コー_ト維持管理業務

1回/年

昇降機等検査員(国)

仕様婁・14

施設・設備保守点検業務

1式

第3種電気主任技術者(国)

自家用電気工作物保安管理業

務

仕様書 16

1式

1 回/年

仕様書'17

1式

施設・設備保守点検業務

5基

1 回/年

草刈業務

消防設備土又は消防設備点検資格者(国)

54

仕様婁、22

4回/年

1式

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(国)

貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者

厚生労働省認定(水質検査)

自家用電気工作物保安管理業

務>

1回ノ年

6面

仕様喜 23

1 回ノ年

1式

施設,設備保守点検業務

仕様婁24

1式

グランド維持管理業務

1 回/日

仕様婁 29

2

年間

施設の維持管理業務に係る事業計画審及ぴ収支予算妻

業務実施に先立ち事業哥画書及び収支予算書を作成し、・長崎市の承諾を得ることとする。

備品の維持管理 J

(1)備品の管理及ぴ指定管理者による備品等の購入等については、協定に基づき行うこと。

(2')指定管理者はじ長崎市の所有する備品にういては、"「長崎市会計規貝山に定める台帳を備えて

その保管に係る備品を整理し、廃棄等についてはL 長崎市'と協議するとともに管理状況について

定期的に長崎市に報告することとする。

(3)備品の取り扱いについての詳細は次のように行う。

ア事務に必要な備品等'

管理事務所にある机、椅子、Jロッカー等事務に必要な備品については無償で貸与する。'その

他必要な事務用品は、委託料には含まれないのでイ指定管理者が自ら用意する。

イ施設及び設備の管理にかかる消耗品について
.",.

施設内の消耗品の補充はイ・指定管理者が行い、・.その費用は委託料に含む。

仕様書 31

1式

年間

仕様蜜 25

3.50o nl

4回ノ年

3

仕様婁 26

1式

一級建築士若しくは二級建築士または防火設備検査員

(国)

仕様讐6

年問

仕樣讐 13

1式

1回/月
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14,000 市

4回ノ年・

仕様害 6

第3種電気主任技術者(国)

仕様塞刀

年間

仕様睿W'

年問

仕様宴 6

第3種電気主任技術者(国)

仕様婁,28
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ウ備品台帳には記載がないものの、各仕様害に記載された業務を行う上で必要があると思われ

る備品は、、指定管理者が自ら用意すること。

施設及ぴ設備の修繕

施設の修繕は指定管理者が行い、その費用については指定管理料として支払う。

ただしイ修繕費が20万円を超えるものについては、長崎市が修繕を行う。

4

5 地元雇用について

現在雇用している清掃作業員4名及ぴ事務補助員t名については、引き続き雇用することとする。

直

、
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業務対象1:園内全域(建物を除く),.面積・102,000'

業務回数,:1日1回

業務内'容(日.常管、理)

(1)園内のゴミ・空き缶等を回収すること。

(2)雑草が、グランド及び園路路肩等に目立つ場合は、除草を行うこと。

(3)高木、低木が繁茂し利用者に支障がある場合は、'剪定を行うこと。

2

長崎東公園園内清掃業務仕様書

3

4 報告、等 業務内容を記した管理日報を作成すること。

仕様書1
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'

1 業務箇所

長崎東公園便所清掃業務仕様書

屋外(テニスコート)

設置場所

屋外(多目的広場)

コミュニテイ体育館

2

コミュニティプール

業務回数:1日1回

但し、屋外便所の2箇所については、年末年始(12/29~V3)も清掃を行うこと。

業務内容

(1)便所は利用者が利用に支障のないように常に清潔に保つように努めること。

(2)清掃は便器及ぴ便所建物内部を水洗いし、必要に応じて薬品を使用して洗浄する

こと。

(3)清掃は1日1回を原則とするが、利用に支障をきたすような汚れがある場合はその

都度清掃を行うこと。

(4)トイレヅトぺ」パはなくならないように確認・補充を行う.こと。

(5)便器及びその他の設備等の破損、故障等があった場合は、市へ連絡すること。

報告等

業務内容を記した管理日報を作成すること

箇所数

3

5

仕様婁2

4
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業務.箇.所

①年間(年末年始を除く)

長崎東公園・駐車場錠管理業務仕様書

場所

第1駐車場

第2駐車場

駐車場5箇所

(2)年末年始(12/29~V3)

第3駐車場

第4駐車場

開錠時間

ちぴっこ広場

2 業・務"回数

1日2回(開錠 1回、施錠 1回)

※年末年始(12y29,YV3)は、第3駐車場、'第4駐車場及びちびっご広場駐車場は

施錠した状態とすること。

フ:15

フ:15

場所

施錠時間

第1駐車場

フ:15

第2駐車場

仕様書3

フ:15

駐車場2箇所

3

フ:15

21:15

業、務、':内・・容

(1)朝7時15分までに各駐車場を巡回して、・順次開錠すること。

(2)各施設の終了.時間後、利用者車両の退出を確認後、施錠すること。

報告等ジ'業務内容を記した管理日報を作成すること。

開錠時間

20:15

21:15

21:15

18:15

4

8:00

8:00

施錠時間

18:00

18:00

^.^H.■一●一'^^..「,◆十卜i、^1弼'.、W^、ー^^^、ー.ー"上.
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」

1 業務対象

2 オ封.木数・量

長崎東公園低木剪定業務仕様書

別紙範囲図による'(面積'71,500 市)

アオキ

下表のとおり

アジサイ

樹種名

アセビ
、

アベりア

カンツバキ

クチナシ

'

本数又は株数

クリペット

コクチナシ

約

コYマリ

約

コブシ

約

50

シャリンノ{イ

1,860

約

セキショウ

約

引0

3 業務回,数

・十

ツツジ

仕様書4

約

380

樹種名

トベラ

約

170

ノ、ギ

約

520

ハクチョウゲ

約

20

、約

ハマヒサカキ

170

ヒイラギナンテン

本数又は株数

約

100

①樹木の健全育成を第一に、防犯上の視界確保及ぴ修景を壊さない程度とする。

②害虫等が発生した場合は、その都度駆除すること

③本業務終了、後は、現場を清掃すること。

(4)剪定くずは、適正に処理すること。

(5)作業は公園利用者の安全に配慮して行うこと。

年1 回

ヒペりカムカリシナム

320

約

ビョウヤナギ

650

約

マユミ

約

100

モッコク

9,370

約

ランタナミナクルポール

約

5 報告・等

業務内容を記した管理報告書を作成すること。

370

約

120

約

120

約

540

1,250

約

1,490

約

約

120

約

160

約.19;600

1.090

4
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業務対'・象

2 ・業.務回数

長崎東公園園内除草業務仕様書

3 業務内.・容

(1)除草及ぴ樹木の下枝払いを行うこと。

(2)低木間の除草は;手作業にて行うこと。

(3)刈り取づた草等は処理するこ・と、。

別紙範囲図による 1(面積 71,50orrt)

年12回

4 報'告等

業務内容を記した管理報告書を作成すること。

ノ

仕様書5

、

60



4

業・務範囲

コミユニティ体育館、コミユニティプ」ル、屋外便所、上水受水槽及ぴその他施設周辺

2

長崎東公園施設・設備保守点検業務仕様書

業"務目的

(1)施設・設備を定期的に保守点検することにより、破損箇所、不具合を早期発見し

かう対応することにより、'適正な施設維持管理を行うごと。

3 業.務内容

(1)月例点検を基本とし、月例点検表に沿って行うこと。

(2)特別点検として、台風{大雨の後に前号と同様の点検を行うこと。

(3)日常点検として、1日1回、巡回時に次の点検を行うこと。

・.建築関係、雷気設備、遊具設備の目視点検。

・電球の球切れの点検。

・AED(3箇所)のインジケータ・7の点滅(使用可能)確認。

・コミュニティプールの危険箇所点検

(4)点検時に発見された不具合事項は、点検表に記録し、速やか対応じ、処理内容、

処理日を記録すること。

仕様書6

4 粧告、等

業務内容を記した管理報告書(点検表)を作成すること。
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一般事項
点検は、月の最初の水曜白とする。

2 業務範囲..コミユニティ体育館

点検日

1 建築関係(外部)

屋根の破損等の目視点検

施設維持管理点検表

外壁のはがれ、割れ目の目視点検

点検者

外部建具(サッシ類)の作動点検

外部ドア(自動共)の作動点検

雨樋の取付状態の目視点検※1

外構の目視点検

(側溝、塀、等の破損状態)

2 建築関係(内都),

年

雨漏りの有無の点検※2

4/

防火戸の目視点検

排煙口の作動点検

3

その他内都の建築物の目視点検

5/

気設備

外部機器の取付状態の目視点検

けンテナ,避雷針,外部盤,等)

ユミュニティ体育館

6/

受変電設備の外観の目視点検

(さぴ、破撰等)

フ/

盤閏係の目視点検

(電流値,球吻れ等)

照明機器の外観点検
■'」

(球吻れイ汚れの点検)

8/

4

体育館照明の昇降の作動点検

9/

0

械設備(以下機器抽出表による。・)

給水設備

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

10/

各水栓類UK漏れの点検)

、

仕様書6

排水設備

床排水の確認

れ/

消火設儲(外級の破損状態のみ)

自動火災報知需(外観目視)

暑

12/・'

誘導灯、誘導標識(外短目視)

防火シャッター(外観目視)

消火器の設置状態

(定位置にあるか)

※3

1/

空調設備(冷暖誘期に限る),

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

2/

給湯設備

給湯機の取付状態の確認

5 遊具設備

3/

配管の水漏れ、保温、'腐食の状態

遊具(破損、腐食)

備考.(処貴等)

※1:雨樋点検時にルーフドレーンの清掃を行うこと.
※2:雨漏りの右無は天井のしみで判断すること.
崇3:水が入っているかの確認すること。

『
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、

1・一般事項
点検は、'月の最初の水曜日とする。

」

2 業務"範囲:コミュニティプール"

点検日

1 建築関係(外部)

63

屋根の破損等の目視点検

外壁のはがれ、割れ目の目視点検

施設維持管理点検表

点検者

外都建具(サ"類)の作動点検
外部ドア幅動共)の作動点検

雨樋の取付状態の自視点検 ※1

外構の目視点検

(側溝、塀、等の破損状態)

2

年

築関係(内都)

雨漏りの有無の点検※2

4/

防火戸の目視点検

排煙口の作動点検

3

その他内部の建築物の目視点検

5/

気設備

外部機署の取付状態の目視点検

(アンテナ,避雷針,外部盤綸)

コミュニティプール

二6/

受壷電設備の外観の目視点検

(さび、破損等)

フ/

盤関係の目裡点検

(電流値,球靭れ等)

照朋機嬰の外翹点検

(球物れ、汚れの点検)

8/

4

0

械設備(以下機器抽出裳による.)

9/

給水設備

配皆の水漏れ、保温、腐食の状態

1

各水栓類OK漏れの点検)

0

10/

排水設備

仕様書6

床排水の確認

消火設償(外鍍の破損状態のみ)

11/

自動火災報知器(外観目視)

誘導灯、誘導標識(外観目視)

12/

防火シャッタイ外観巨視)

消火器の設置状態

(定位置にあるか)

、

※3

1/

空期霞償(冷暖房期に限る)

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

給濁設備

2/

給湯機の取付状態の確認

」

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

備考(処置等)

※1:雨樋点検時に1レーフドレーンの清掃を行うごと。
崇2:雨漏りの者無は天井のしみで判断すること。
※3:水が入っているかの確認すること。

3/

司
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1 一般事項
点検は、月の最初の水曜日とする。

2 業務範囲.屋外便所、上水受水檀及びその他施設周辺

点検日

_ 64

施設維持管理点検表

1 建築関係(外部)

屋根の破損等の目視点検

外壁のはがれ、割れ目の目視点検

点検者

外部建呉(サ"類)の作勤点検

外都ドア(自動共)の作動点検

雨樋の取付状態の目視点検..※1

外構の目視点検

(側溝、塀、等の破損状態)

2 建築関係(内都)

年

雨漏りの有無の点検、※2

4/

屋外便所・上水受水槽・その他施設周辺

防火戸の目視点検

排煙口の作動点検

3

その他内部の建築物の目視点検

5/

気設償

外部機器の取付状態の目視点検

(アンテナ.避雷針.外部盤,等)

6/

受変電設備の外観の目視点検

はび、破損等)

フ/

盤関係の目視点検

(電流値,球瑚れ等)

照明機器の外観点検

(球切れ、汚れの点検)

8/

4

0

械設備(以下機器抽出表による.)

9/

給水設備

配管の水漏れ、保温、腐食の状態
各水栓類ok漏れの点検)

J'

10/

排水設備

仕様書6

床排水の確認

11/

消火設備(外観の破損状態のみ),

自動火災報知器(外観目視)

゛

誘導灯、誘導標識(外観目視)

12/

防火シャ"ー(外観目視)

消火噐の設儘状態

(定位置に胡るか)

※3

,

1/

空調設備(冷暖肩期に隈る)

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

給渦設備

2/

給湯機の取付状態の確認

5 遊具設備

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

3/

遊具(破損、腐食)

備考.(処置等)

※1:雨樋点検時にルーワドレーンの潰掃を行うこと.
※を:雨漏りの者無は天弁のしみで判断すること。
※3:水が入うているかの確認すること.
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①

点検場所

手すり

② ;二 1/ー、ミ^多才、ー

コミコ.ーフー

③ スライディングドア

④ 柵

⑤

プーノレ区

背もたれ付きべンチ

/

⑥ ベンチ

/

⑦ 歩行台

/

⑧ プーノレステップ

/

貞

⑨ ウォータースライタ、ー(躯体,センサー)

/

⑩

実施する応急措置

ウォー,ースライ,、ー(階段、・スタートデッキ)

⑪ 排水側溝蓋

仕様書6
、

⑫ 旗支柱

⑬

備

排水口(25m,子供・着水プール)

⑭ オーハ、ーフロー吸込み口

⑮ 循環村ンプ吐出口及ぴ吸込口

考

⑯ 窓ガラス(ギャラリー)

⑰ 手すり(ギャラリー)

⑱ ベンチ(ギャラリー)

⑲ 非常口(ギャラリー)
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業務'場所"イ・長崎東公園コミュニティ体育館

業務対象:床面積 4,692rrf

業務回数1':1日 1 回

業務内容

(1)朝8時より掃除機にて、1階・2階の全フロアの清掃を行うこと0

(2)特に1階アリーナは汚れの状況により、雑巾掛け(水拭割清掃を行うこと

(3)'1階・2階の全フロアのモップ掛けの清掃を行うこと。

(4>'汚れがある場合は、窓ガラスの水拭き、空拭き清掃を行うこと。

長崎東公園コミュニティ体育館清掃業務仕様書

2

3

4

5 報告等':・業務内容を記した管理日報を作成すること。

仕様書7
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長崎東公園コミユニティ体育館浴場清掃及び水質管理業務仕様書

業、務場所

2・業務対象

3 業務時間・:'、施設開場時間を除く・(開場時間 12心0 ~ 19.00)

業務.回,数:日、常清掃:1日1回

殺菌清掃:週j 回

業務内容'(日常清・掃'):毎日

(1)朝8時より脱衣場の掃除機及ぴモップ掛けを行うこと。

(2)排水を行いながら、浴槽内及び洗い場を洗剤拭き清掃、水洗いを行うこと。

(3)洗い桶、椅子の清掃を行うこと。

(4)鏡磨きを行うこと

(5)清掃後浴槽に湯を溜めること。

長崎東公園コミュニテイ体育館浴場

4

床面積 319 rrf

5

6 業務内容(殺菌清掃):週1回

①閉場後(19時以降)浴糟内に椅子洗い桶を入れる。

(2)浴槽内に殺菌用薬品を投入し、翌日の朝まで放置して殺菌すること。

③翌日の朝より排水を行い、高圧洗浄機にて浴槽L洗い場を清掃を行うこと。

④清掃後浴槽内に湯を溜めること'

仕様書8

7 業務内容(水質管理):週1回

①レジオネラ菌等の発生を抑えるため、関係法令、国の指導内容等を熟知し、

衛生面での管理を徹底すること。

年1回の浴槽水の水質検査を行うこと。

(2"則定、調整及ぴ記録。

浴槽温度、残留塩素測定、塩素の投入及び注入量の調整。

管理記録簿の作成と記録時間。(12時、15時、17時とする。)

8 報告等.業務内容を記した管理日報を作成すること。
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1 業務場所

2 業務対象

長崎東公園コミュニティ体育館機器管理業務仕様書

種別

長崎東公園コミュニティ体育館

給湯関係

下記による

空調関係

設置機器'名

貯湯槽

機器

FRPタンク

一般給湯ボンプ

浴室給湯ポンプ

空冷チリングユニット

三菱電機製 CA-120G

冷房能力 3080ookoal/h

男女ジェット循環ボンプ

覧表

熱交換器

熱交換器

仕様書9

ノくツケージエアコン

5m

冷温水循環ポンプ

仕

ファンコイル

高架貯水槽

様

膨張タンク

圧縮機

3 業務回数

(1)・・勤務日及び勤務時間

ア勤務日は年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎日とする。

イ勤務時間:午前8時から午後9時までとする。

空気側熱交換器

水側熱交換器

設置数

事務室

1缶

医務室

1台

相談室

1ム

放送室

(2)

2台

2缶

勤務体制

下記の資格を有する者を長崎東公園管理事務所に常駐させ、適宜点検見回り監視を行

うこと。

2缶

2台

16 台

1基

1基

ー^^"●.^●、'^^ー、^"ー.ー、^^.^一■「^L^ー'^.冒一J■.ー^乱."゛

2台

・特定化学物質作業主任者(国)

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(国)

・第1種圧力容器取扱主任者又はボイラー技士(国)

・第3種冷凍機械責任者(国)

2台

1台
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4"業務内容

(1ンー般事項

①設置機器の点検を行ったときは、その結果を報告すること。

②設置機器の調整並ぴに整備等を行う場合は長崎市の指示に従うこと。

又、当該施設を修理、その他の目的により館外に持ち出す場合も同様とする。

③設置機器及ぴ附属機器等に異常が生じたときは速やかに適正な処置を講じること。

又、その旨を長崎市に報告して、その指示に従うこと。

④機器の定期点検整備及び修理等を行う場合は、事前に長崎市と打合わせを行い

日時、作業手順等を定め関係機関に連絡すること。

⑤公的機関の検査及ぴその他の管理委託の点検修理等の立会い。

⑥給排水設備の点検と調整を行うこと。

又、・点検の結果、取替、修理等の事態が生じた時は、その旨を報告して長崎市の

指示に従う二と。

⑦機械室及び機器の拭き上げ清掃を行うこと

⑧薬品の取扱いには特に注意するこど。

⑨機械室、管理室の整備整頓及び水洗掃除。

⑩機械室出入り口周辺の清掃及び水洗。

⑪作業時の安全確認を確実に行うこと。

69

仕様害9

(2)機器管理

①機器の管理は別紙「機器の管理内容」覧表」によるものとする。

②機器の点検は別紙「機器の点検項目7覧表」によるものとする'

③熱交換器の取扱いについては、第1種圧力容器安全規則に準じる。

パッキンの入替、増し締め調整(特殊パッキンは除く)及び温度調整制御機器の温度

調整と3方向弁制動作調整を行う。

④圧力容器及ぴこれに係わる関連設備の取扱い業務。

⑤当館設備の機能保全補助業務。

⑥警報発生時の現場確認及び復旧。

⑦機器の運転状態の監視。

⑧空調設備における系統別弁、系統運転の運転操作及ぴ運転温度の確認と監視。

⑨圧力計、電圧計及ぴ表示灯の確認業務。

⑩非常用発電装置の運転操作。

⑪その他緊急時の対応業務。

r



1.バルブ、パッキン漏れ等の異常の有無及び対策措置。

(取替、増し締め処置を含む)

2,圧力計.(フK高温度計を含む)の異常の有無。

3,弁の開閉操作及びY型ストレーナ開放清掃。

1.熱交換器の弁操作及びパッキンの入替調整及び温度調節器操作。

2.圧力計(フK高温度計を含む)の異常の有無。

3.'温水循環ボンプの運転操作及び運転状態の確認。

(貯水タンクを含む給湯全般)

機、器の管理内容

1.男女ジェット、'男女打たせ湯熱交換器の温度調整及ぴ保守管理。

2.弁類の漏れ等の異常の有無及ぴ対策処理。

3.'圧力計(フK高温度計を含む)の異常の有無。

4.'シヤワーノズルの点検清掃及びパッキンの取替。(ただし特殊パッキンは別途)

覧表

1..圧縮器の確認。

2,,熱交換器の汚れ点検保守管理。

3.冷媒系統の動作確認と点検保守管理。

4.・保護機器の動作確認と点検保守管理。

5.電気系統の動作確認と点検保守管理。

6.送風機系統の動作確認と点検保守管理。

フ.外装の腐食点検、異音、振動、流量、'水質の確認6

8.1~j1こおいて、・異常を認めたときは直ちに必要な処置を行うこと。

9.駆動部分への注油の励行'(メーカー仕様書によるもの)

1α点検記録簿の作成。点検、'修理内容等を詳細に記録すること。

Ⅱ.安全な作業環境確認に努めること。

IZ夜間休日等管理者不在時の事故防止に努めること。

仕様書9
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ポンプモーター

操作弁、3方向弁

機器の点検項目

1.腐食損傷及び漏水の有無

2.圧力計及び温度計指示の狂いや損傷の有無

3.ベアリングの異常音、振動等の損傷の有無

4.パッキンの入替え及ぴ点検保守

(開放修理は別途見積修理とする。)

給排水管(高温水管を含む)

高架受水槽

1パッキンの入替え及び点検保守

2.附属機器の点検保守修理(温度設定器等)

(開放修理は別途見積修理とする。)

覧表

設置機器のスイッチ操作

1.本管の腐食漏水及ぴ点検保守管理

2.仕切弁(閉止弁)点検保守管理(パッキンの入替えを含む。)

3.配水弁の開閉操作及び点検保守管理

4.使用量の記録

5,清掃時の立会い(受水槽点検清掃年/1回)

5 報告、等

仕様書9

1'冷暖房用ファンコイルの運転操作

2.浴室系統循環装置の運転操作

3.空調自動制御装置の運転操作及び点検保守管理

4.給湯関係機器の運転操作及ぴ付帯設備の点検保守管理

業務内容を記した管理日報を作成のこと

71
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1 業務場.所

長崎東公園コミiニティ体育館

2 業務方式

機械警備方式とする。

3.業務時間

午後9時00分より翌朝午前7時00分迄とする。

く但し、12月29日から・1月3日迄は 24時間警備とする。)

4 業務内睿

(1,)長崎東公園コミュニティ体育館各施設内の事故の予防・防止につとめ、施設

の保全をはかる。

(2)警備員'1名は、緊急の場合、現地に速やかに到着できる体制で対応する

こと6

③各施設に異常発生を感知したときは、'即刻当該施設に急、行し、・・異常事態の

確認を行いイ必要に応じて関係各署及び地域整備課へ通報すること。

④非常通報が誤報であうた場合は、非常警報の解除等の復旧作業を行うこと。

(5)監視装置が毎日正常に作動しているか確認すること。

5 報告1等

業務内容を記した管理日報を作成すること。

長崎東公園コミュニティ体育館警備業務仕様書

仕様書 10

L、
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長崎東公園コミュニティ体育館舞台設備保守点検業務仕様書

業務場所

2 業、_務内容

(1)月例点検,:月1'回・

各部の動作試験

(2)定期点検:'年・1 回

①電動4手動、固定吊物装置の点検及び調整

②マシン、滑車等の点検及ぴ調整

③ワイヤーの伸ぴ率、損傷等の精密検査

④操作盤、制御盤の点検及び調整

⑤舞台幕類の吊り高位置調整

⑥総合動作試験

長崎東公園コミユニテイ体育館

3・業務対象

仕様書 11

2

文字幕

源氏幕

3 引割鍛帳

4 照明バトン1 ~3

5 吊物バトン 1 ~2

4 報告等

6 ホ'りゾント幕

7

固定吊

制御盤・操作盤

8

固定吊

舞,台幕'類

固定吊、電動開閉式

電動昇降巻取式

業務内容を記した管理報告書を作成すること6

J

電動昇降巻取式

電動昇降巻取式(三ツ折)

3

2

1式

1式

73
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仕様書12

長崎東公園コミユニティ体育館舞台音響設備保守点検業務仕様書

業務場

業務'内

①月例点検

②定期点検

長崎東公園コミュニティ体育館

月1 回

各部の動作試験

年「回

音声ミキサー

①電気的性能測定

点.検・項目

②機能動作点検

1.入力感度及び周波数特性の測定

2.全高調波歪率の測定

3.S/N比の測定

4.グラフィツクィコライザフの性能点検

③外観点検

、^、■.冒一

1.各切替送出、入切等のスイッチ動作確認

2.入出フ土ダー、各音量調整器の動作確認及ぴガリ音の有無確認

3.各種表示ランプの動作確認

4.VUメ'ーターの表示動作確認

5.各種りモ」卜回路の作動試験

点

電力増幅器

ー.^^^.ー.1、』.^叫^、^^し.,゛^""、"^

検

1.機噐本体の破損・変形等の点検

2.各スイッチ・ボリュームツマミ類の破損状況点検

3.機器の清掃

内

スピーカー

1.入力感度及び周波数特性の測定

2.全高調波歪率の測定

3.S/N比の測定

4.出カメーター・表示ランプ・モニター部の動作確認

5.各音量調整及ぴスイヅチ類の動作確認

6.出力系統の配線端子の確認

容

入出カパッチ盤

ノ

マイクロホン

1.音測計によるスペクトラム特性の測定

2.スピーカ・」コンセント及ぴ端子の確課点検

3,聴感テストによる、スEーカーの音質確認点検

、

ワイヤレス受信機

ワイヤレスマイク

1.入出力切替の確認点検

2.各コネクタフの清掃

1.音出しによる音質の確認点検

2.マイクニンセント及びコ」ド接続部の接触等の確認点検

3.ハウリングレベルの確認点検

周辺'機噐

カセットデッキ

ODプレーヤー

1.ワイヤレス受信機・マイクの送受信安定度の確認点検

2.アジテナ混合分配器とダイバシティー動作の確認点検

3.送受信機の音質確認点検

4.送信エリアの確認

3・報告等

関蓮機器

1.走行系の清掃注油

2.光ピックァップの清掃

3.入出力のレベル・VUメーターの指示の点検確認

4.スイッチ,ボリューム・りレー等の接触等点検

5..再生・鰍音機能その他各種機能の点検

..ー.^ーゞ」.●.ー.゛.L"r.L^ー.●一^..[.^●^」'.ーー^,「.闇一.゛^ー.■一一●.^、,^."^'ー,ー,、,."^."゛、、.乱T一「.ー,]」ー゛J,●ι

業務内容を記した管理月報を提出すること。

1.性能及び総合作動確認

ー,「」^ 1」酢IUJ,1「L ",ー.ー.■」"●H-.^゛、 J山」一

1
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長崎東公園自家用電気工作物保安管理業務仕様書

業務場所

2 業務対象:.下記による

長崎東公園コミュニティ体育館、コミュニティプール

庭球場、運動広場'

項

最 大

非常用予備発,雷装置

3

電

目

業務内容:月次点検及ぴ年次点検とする

4

力

備

業務回数:月次点検 3ケ月に1 回

仕様書 13

780 KVA

5

12 KVA

報告等;業務内容を記した管理報告書を作成すること。

425 KW

年次点検年1回(停電検査)

425 KW

量

10 KW

6,60O V

220 V

75
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長崎東公園自動ドア保守業務仕様書

業務.場所:長崎東公園コミュニティ体育館及びコミュニティプ「ル

2 業務,回.数

3 業務対.象

年2回

型式、台数及び設置場所は下表のとおりとする。

型式

ド,リーム製

DC-42

両引き

寺岡自動ドア製

YK-70T

片引き

仕様書14

台数

寺岡自動ドア製

2台

YK-125T

4

設置場所

業.務内容

両引き

本館

出入口

1台

5 報

点検、調整、注油等を行う。

:業務内容を記した管理報告書を作成すること。

2台

身障者トイレ

等

本館

出入口

戸

'品^^、..,冒■^「〒^.4Ⅱι一.、"."U^」巨.ー.■'■^^^ー..■一

'
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仕様書 15

長崎東公園コミュニティ体育館トレーニング器具保守点検業務仕様書

1 業務、場所:'長崎東公園コミニニティ体育館トレーニング室

2定期点検

a)業・務、回数.年2 回(7月、1月)

(2)業務対,象.・品名、規格及ぴ数量は下表のとおりとする。

SERコンビネーションマシン

バーチカルフライ

フットウオーカー

コードレスバイクV701

コードレスバイクV6励

名

エアロバイク330

フラツトベンチ

ダンペルラック

ダンベルセット

スパーインプレスベンチ

ノ、ーベル

゛■」

規

アブドミナルボード2欄型

BA -010M47

ベルトバイブレーター

格

DF -1061

ストレッチングボード

、 BG -9350 ・

バレルローラー

BG 820 M 03

バレルローラー

BG 870 M 01

単位

ランニングマシン(ラボードXP7の

BG -9331

ランニングマシン(ラボードLXE1200)

組

BD -3420

ランニングマシン(ラボ・」ドX60)

数量

BE'1120

ランニングマシン(ラボードX70)

(3)業務内容

①各器具のボルトやネジの緩みの締付及び調整

②清掃及び注油

③電気系統の点検

④障害の復旧

ローイングエルゴメーター

BD -3020

BB -1120

BJ 010 M 05

BH-971'0

組

2

BU -9065

3

B゛-0610

組

BG-340M01

BG -2500

BG -6600

BG -6800

ー..,^ーー.ー,"L]ーユーL一亡一〒ユL一」←」UL」し1耳〒.ⅡL -゛.一「.ー"ー、=」.^ーーーー■^甲.1 .冒■里"ト巨]、■.4 ト」.^ト'r-.^ー.、^ー.^、、』闘●゛^ート.ー、ユ『J'吐一"]、"^"、"一艸一●.-ur一圏雫ーヰ[■.L.ー」旦'ー」-1^^、^一乢'巨L-"ーー◆」一『'ιι」]鳳J、」-L゛{」,rデ三五"とJ、、、L乱一"ル^H-.レ、、. T、、一申、ー"■'冒^リq .三師゛゛●、"、

3

2

、

フフ

台

台

台

台

台

台

台

台

台

台

品

台

台

台

台

台

台

台



3'日常点.'検

0)業務回数

(2)業務対・象

ぶらさがり器

マツト

口
ロロ

ストレッチマット

1日1回

品名、規格及び数量は、2(2)の表に加え下表のとおりとする。

背筋力計

握力計

名

体脂肪計

血圧計

(3>業務内容

①各器具のボルトやネジの緩みの締付及び調整
②清掃及ぴ注油

③作動点検

4 報告等.:・業務内容(定期点検、日常点検)を記した管理報告書を作成すること。

体重計

規 格

T.K.K -5402

単位

仕様書 15

HBF -306

HEM -1000

枚

数量

枚

12

6
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J

長崎東公園消防設備点検仕様書

業務_場.所

2 業"務回数

3 資格要件

長崎東公園ニミュニティ体育館及ぴコミュニティプール

4 業務対象:下記による

(1)屋内消火栓設備点検

消防法で定められた年2回とする

消防設備士等の点検資格を有する者

項

加圧送水装置

仕様書16

ボ

火

ポ

ポンプ・モーター

ン

起

呼水槽

栓

(2)自動火災報知設備点検

ン

消'火、栓始動リ

プ

屋内消火栓1号式

動

目

連

プ

操

用

体育館

常

数量

表

非

ス

作

動

絶

イ

用

盤

1組

プール

縁

常

ツ

盤

1台

数量

試

項

L/

チ

測

6基

受信機P型1級

電

1基

定

作勳式分布型感知・器

1組

験

1基

作勤式スボット'型感知器

1台

源

6個

試

6基

定

源

1個

煙感知器(光電式)スボット型

1基

験

10回線まで

1式

、

式スボット型感知器

1基

発

1式

6個

電

^1^ーー■●一.■^.ー、.一ι゛冒「、^^■高"r冒..〒^『,^.■一"ー,.^T^r"●^「,「^.「,^「「T^..ーー』一『^,"^ー.ーー.号^

1式

目

信

1個

1式

体育館

交

機

数量

蓄

1式

P-1.P-2

絶

流

1式

1台

プール

縁

9個

数量

55個

池

級

抵

電

37個

鈴

15個

抗

1台

設

灯

源

7個

測

7個

備

9個

80個

定

7個

39個

1式

6個

1式

12個

1式

6個

79

1式

ー.一〒コ.^^.玉一HW冒冒^羊^'冒一、冒一ー.^ー^^^^、^闇^^^N"^』リ^●゛●一^^^^ー

1式

1式

示

肖
、
、
i

電

温

示

電

標



、

゛

③非常警報設備点検(放送設備)

(4).誘導.灯点検

項

アンプ
(増幅器出力)

スビーカー

常用電源

10IW以上20OW

20IW以上10OW毎

目

項

体育館

'数

(5)消火器点検

避難口誘導灯

目 ^

1台

プール

A級

仕様書 16

数

通路誘導灯

5

B級

,式

66個

業務内容

C級

1式

A級

6

体育館

B級

項

1台

数

級

46個

粉末消火器(加圧式)

C級

1式

7台

プーjレ

外観及び機能点検

業務内容を記した管理報告書を作成ずること。等

数

8台

1ム

20台

3台

目

16台

体育館

数、、量

6台

2台

17本

プール

数量

」

J

風^■、^L、」.゛U'」.闇^.^ー,画、闇^■一一〒^■.r罰.亡"1ι叩"ー゛^^'、.、Ⅱ一●^、ー"""一」^^ー^ーー.ι巨、..ー.、●^..^.1.J

18本

.
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1 業務場所長崎東公園コミュニティ体育館及びゴミュニティプール

長崎東公園貯水槽清掃業務仕様書

2 業務対象

コミュニティ体育館

高架水槽(FRP製)

容量・14m3 '(3階)

3 業務内容

①水質検査 8項目

色度、濁度、残留塩素、味、臭気、'PH、一般細菌数、大腸菌群

(2)貯水槽の清掃及び点検

4 業務回数水道法で定められた年1回

コミュニティプール

水槽(FRP製)

容量 42m3 (地下1階)

仕様書 17

5 資格要件貯水槽清掃及ぴ点検については、貯水槽清掃作業監督者の資格

を有する者

6 報告等 業務内客を記した管理報告書を作成すること。
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業務場所

長崎東公園コミュニティプール清掃業務仕様書

2 、'業務対象

3・業.務時間

長崎東公"園ニミュニティプール

床面積,3,205 nf

開園日

施設開場時間を除く

平日

土、日、祭日

4 業務回数":1日1回

夏休み

5

開場時問

業務内容(.日常清掃):毎日
J

(1)朝8時より掃除機にて、・1階・2階の全フロア(プール内を除く)の清掃を行うこと。

(2)'汚れの状況により、雑巾掛け(フK拭き)清掃を行うこと。

(3) 1階・2階の全フロアのモップ掛けの清掃を行うこと。

(4)窓ガラスの水拭き、空拭き清掃を行うこと。

13:00~20:00

10:00~20:00

9:00~20;00

仕様害 18

6 業務内容(定期清掃)

(1)汚れの状況により、高圧洗浄機にて清掃を行うこと。

(通常:'週1回、夏場:週2~3回を目安)

(2)フロア全体を電動ブラシによる清掃を行うこと。(週2回)

(3)プール内を水中クリ'ナーにより清掃を行うこと。(隔日)

7 率&告,.等:業務内容を記した管理日報を作成すること。
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.

1.業務場所

2.業務対象

長崎東公園コミニニティプール機器及び水質管理業務仕様書

種別

長崎東公閏コミユニティプール

プール関係

、

下記による

、

水質管理関係

プール

設置機器名

プール

ブール

蛤湯関係

機器一覧表

自動給水装置
給水ポンプ
漣過装置
循環ポンプ

空詔関係

塩素注入装置
滅菌助剤注入装置
清澄剤注入装置

25m

オゾン浄化装置

仕

水質監視システム

貯湯槽

様

熱交換噐(蓄熱捲用)

ウオータスライダー用

熱交換器(プール水加熱用)
全熱交換器

仕様書伯

築品タンウ含む

FRPタンク

茎熱櫂熱源ポンプ

薬品タンウ含む

設置數

空詔熱源ポンプ

繋品タンク含む

プール熱源ボンプ
遠赤外線サウナ

パッケージエアニン

1基

5m

ファンコイル

1基

船排気装置

1基

給排気襲置

2ム

排気装置

2基

高架貯水搭

5'、

膨張タンク

蓄熱槽用

2基

還水槽(非mプール尾)

暖蔦用

'2基

プール用

還水槽(予枇・着水プール用)

2基

玄関ホール、談話宝

2基

誠話室、階段

排水関係

2基

機械室用

ギャラリー

2缶

電気室用

1台

エレベータ室用

2缶

2台

3.業務回数

(1)勤務日及ぴ勤務時間

ア勤務日は年末年始(12月29日から1月3日)を除く毎白とする。

イ勤務時間:午前8時から午後9時までとする。

35m

チエックインゲート

亭務室

15m

作業員控室

1台

雨水排水ボンプ

2台

湧水

120

雑排水ポンブ
排水ポンプ

2基

屋内排水ポンプ

2碁

(2)

2基

1基

勤務体制

下記の資格を有する者を長崎東公園管理事務所に常駐させ、適宜点検見回り監視を行

うこと。

1基

^Ld止'ーー」1.ーー.'ーー",^ー.^"甲..^^^^ーー^ー...'^.ー」"^^ーー^ーー^^ーーー^.、^ー^一ι.^^^"甲^.^^.'.^●一L .^...^^^^ー..^ー.^0-U^.、^ー'^■一^^^ー..ー"..'..一ι.一●^ー」ーー、ι".1""ーー^.」"●』.ーー風゛.、、.1.ユ、、」'J.ー.ーー^.ー、-J、..乱..、ー、""

1基

1基

1台

1台

3台

"、

1台

1台

、

・特定化学物質作業主任者(国)

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者(國

・第1種圧力容器取扱主任者又はボイラー技士(国)

・件幻日本プールアメニティ施設協会プール衛生管理者

1台

1台

1台
.ι▲

1台

2台

2台

2ム

2ム

83

基1

用供子

用水蒼

台

台

2

台1

和気空

室会

室裡

室務医

.
ノ

室下



・ 4.業務内容

(D 一般事項

①設置機器の点検を行ったときは、その結果を報告すること

②設置機器の調整並びに整備等を行う堰合は長崎市の指示に従うこと。

又、当該施設を修理、その他の目的により館外に持ち出す場合も同様とする。

③設置機器及び附属機器等に異常が生じたときは速やかに適正な処置を講じること。

"又'その旨を長崎市に報告して、その指示に従うこと。

④機器の定期点検整備及び修理等を行う場合は、、亭前に長崎市と打合わせを行い
日時、作業手順等を定め関係機関に連絡すること

⑤公的機関の検査及びその他の管理委託の点検修理等の立会い。

_⑥給排水設備の点検と調整を行5こと。

又、点検の結果、取替イ,修理等の事態が生じた時はイその旨を報告Lて長崎市の

_指示に従うこと。

⑦従事者は、機槐室及ぴ機器の拭き上げ清掃を行うこと6

・⑧藁品の取扱いには特に注意すること。,

⑨機械室、管理室の整備整頓及び水洗掃除。

⑩機械室出入り口周辺の清掃及び水洗。

⑪作業時の安全確認を確実に行うこと。

(2)水質管理

①律生労働省プール水賃基準に準ずる水質管理を行うこと。

②測定、調整及び記録。

外気温度、室温及び水温測定、PH測定。

残習塩素測定、・滅菌剤の投入及び注入量の調整。

残留塩素の測定時問毎時問行う二ととし、PH測定は9時、16時の2回とずる。

管理記録筑の作成と記録時間。(9時、13時、16時、19時の 4回とする。)

③趨過器の逆洗作業、凝集剤の投入、PH需整及び保守管理。

④プール還水、注水作業及ぴ補給水量の調整等のパルブ操作イ点検整備補修。

(節水につとめること。)
J

⑤毎月1回プール水の水質検査を行うこと。

⑥旧の薬剤使用量の記録。(滅菌剤)

(3).機噐管理

①機署の管理は別紙「機器の管理内容一覧表」によるものとする。

②機器の点検は別紙「機器の点検項目一覧表」によるものとする。

③循環津過装置の運転操作と保守管理及び点検整備補修。(配管、弁類等を含む。)

④休止中の機器の気き上げ。操作弁類の点検整備'(パツキンの入替を含む。)

⑤排水ポンプの動作確認。旧常点検と整備)
、

⑥ウォータースライダーポンプの運転操作及び保守管理。

(パッキンの入替、弁類の点検整備を含む。)

⑦自動給水装置運転操作及ぴ保守管理。

⑧機械室内の整理整頓及び快適な作業環境とすること。

⑨管理機器及びプール内設置機器見回り点検を適宜行うこと。(節水にっとめること。)
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.

、

(4)プール水入替え清掃点検

①プール水の排水

②プール内の歩行台取り外L、点検(軽微な補修)、清掃、取り付け。

③プールの壁面、床面のプール洗剤による洗剤及び水洗い。

、④各部操作弁及び仕切り弁の点検(軽微な補修)。

⑤還水槽の排水、清掃及び内部点検。

⑥プール水張り及び水質首理。

'

し

1.空調桜邪の運転操作及ぴ点検謂整整備. ^

(始業及び終業時点検の実施。冷暖扇機器を含む')

2.各操作弁の作動の確認と点検保守管理。

3.3方向弁の動作確認と点検保守管理.(コントロールモ」ターを含む。)

4.各室の冷暖湧装貴の温度設定及び機噐の点検保守管理。

(空気中の炭酸ガス濃度の測定)

5.空調機器の温度計(水高温度計を含む、)及び圧力計等の指示の狂いはないか、

又は異常を認めたときは直ちに必要な処置を行うこと。

6.自勤制御機器の動作の異常の有無及ぴ保守管理業務。

フ.温水循環ポンプ異常の有無及び保守業務.

温度計Uk高温度計)、圧力計等の指示の狂いはないか、又、パツキンの漏れ、

具常音イ振動等の臭常を認めたときは、必要な対策処置を行うこと。

8.適宜運転状態の見回り点検を行うこと.

9.空調機器の運転状態の確認と保守管理。

10.駆動部分への注油の励行。(メーカー仕様婁によるものとする。)

Ⅱ.点検記録簿の作成。点検、修理内容筈を詳細に記録すること。

12.安全な作業環境確認に努める二と。

13.横噐の運転状態の再確認。

14;戸締りの確認。

15.夜問休日等管理者不在時の事故防止に努めることー

^

機.器の管理内客一覧表(1)

ノ

仕様書19

一●一^^』.ーー^^ーーーー."ー.明^^-f.』一戸一岬一.ーーー^ー.^●ノ^ーーJ-ー^^^ーー.^.●'^」

1.暖湧用ファンコイルの運転操作。

2.循斑邇過装置の運転操作。

3.各室給排気フフン及ぴ各室の換気装置の運転操作。
.

4.薬品注入関係機器の運転操作。

5.暖薦熱源、シャワ一給湯ポジプの運転操作。

6.ウォータースライダーの給水ポンプの運転操作。

フ.自動制御装置の運転操作。

上記のスイッチのON、OFF操作と保守管理。
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1.循環漣過装置。ポンブ、モーター及び弁類の点検保守管理。仏'ツキンの入醤え含む)

之滅菌器と附属装置の点検保守管理.(助剤藥品類すべてを含む.)

3、薬品注入タンク洗浄及ぴ注入チューブ洗浄と機器調整修理。

4.補給水関係の弁類の補修と鯛整。

5.排水ポンプの動作確認と調整。(週/1回)分解修理は別途とする。

6.その他の指摘事項。
'
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1.厚生労働劣及び文部科学省学校環境基準に準ずる水質管理とする。

(飲料水に適合すること。)

2.月に1回プール水の水質分析を行う。

(検査機関に試料水を持ち込み分析を行うこと。)

3.測定結果を記録(1日ノ'4回)して、プール管理事務所に提出する。

4.プール異常発生時の対策処置。(藻、濁等の除去作饗とする。)

残留塩素測定は、プール,1面につき対角線上の耳点以上を毎時問測定する

二ととする力七.記録は、9時、13時イ16時、1,時の 4回とする。

5.PH濃度測定は、1日 2回とする.

機器の管理内容一覧表(2)

If室温及び水温は以下の温度になるように努めること。

30~35゜C室'内温度

プール水温(25mプール) 29~30゜0

プール水温(子供・芦水プール)_29 ~ 30゜C

J

1.プール3面イシャウー、洗休槽、便所等の給水と調整。

2.付属器具の点検及び調整。(吐水量の調整及ぴ器具のストレーナの清掃。)

3.自勤センサー点検と調整修理。(部品材は別途。)

1:運転保守管理及び温度調整。

2.各加熱設備の点検保守管理。・

3.付属機器(温度設定器、コントロールモニター)点検調整修理。(部品は別途)

4.シャワーノズルの点検清掃及ぴパッキン交換修理。(部品は別途)

5.混合水栓の吐水量の調整及びストレーナー開放清掃。(水栓ニマの交換は別途)

6.循褒装置の運転操作及び保守。

フ.プール水温の保持につとめること。(温永供給装置を含む。)

(1,2 ~ 1.5゜0につき3時問の加熱時間が必要。)

8.各熱交換器の開放清掃は、隔年として、事前に見積書を提出して協護ずるもの

とする。伸主検査対叡第」種圧力容器)
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'

ポンプモーター

操作弁類

配管

1.ベアリングの異常音、振動圧力針等の異常の有無

2.パッキンの入替えと鯛登
ゞ

(注)仕様書による日常点検に準じる

機器の点検項目「覧表

自動給水装置

1.パッキンの入替えと鯛整

2.動作状態の確認と鼻常の宥無

3,開放修理は別途見積修浬とする。

スライダ^水ポンプ

1.腐食漏水、その他異常の有無・

2.配管漏水修理は別途見積修理とずる。

その他

1.給水量、圧カアンペア計、地下受水槽等の白常点検

2.運転操作及び点検保守管理

3,ポンプ頬は、メーカー仕様讐に準じる。

^、^ー.甲早^ー..ー^ー^^」甲1」、"^■●"、師、.ー、ー.甲三一^^■.^,、.^.凹冒『「、ー'「

5.報告等

1.運転操作及び点検保守管理

2.ポンプ類はメーカー仕榔婁1=準じる。

」

1.付帯設備の点検保守

2.指摘事項

業務内容を記した管理日報を作成のこと
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1.業務場所

長崎東公園コミュニティプール

2.'業務方式

機械警備方式とする。

3.業務時問

午後9時00分より翌日午前9時00分迄とする。

(但し、i2月29日から 1月3日迄は24時問警備とする。)

4.業務内容

(1)長崎東公園コミユニティ体育館各施設内の事故の予防'防止につとめ、施設

の保全をはかる。

(2)警備員、1名は、緊急の場合、現地に速やかに到着できる体制で対応する

こと。

③各施設に異常発生を感知したときは、即刻当該施設に急行し、異常事態の

確認を行い、必要に応じて関係各署及び地域整備課へ通報すること。

④非常通報が誤報であった場合は、非常警報の解除等の復旧作業を行うこと。

⑤監視装置が毎日正常に作動じているか確認すること。

5.報告等

業務内容を記した管理報告書を作成すること。

長崎東公園ニミュニティプ」ル警備業務仕様書

仕様書 20
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闇

長崎東公園コミュニティプールエレベフター保守点検業務仕様書

1.業務場所:長崎東公園.コミュニティプール

2.業務対象シ下記のとおり

用

置

方

場

停

所

速

途

止

停電時自動着床装置

式

階

地霞時管制運転装置

3.'業務回数

4..業務内容

( 1 )

量

コミュニテイプール

火災時管制運転装置

数

乗

インバーター制御方式

仕様害21

度

遠礪監視システム

750 k'( 11 名)

検点

機器、装置の点検を行ない必要に応じて給油、調整J青掃を行な

うこと。

(2)品質検査

定期的に昇降機の総合的な機能を確認する検査を行なうこと。

(3)故障対応

故障時の緊急事態に備え適切な処置が行なえるよう、体制を整備する

こと。

(4)'法令に基づく検査の立会

建築基準法12条又は、労働安全衛生法第41条による定期検査、性能

検査の立会いを行なう。

用

月2回(定期的)

45m/分

2

数

5.'重&告等

_■.^^.'ー^^T^、_.,叩.上、罰巨画一ψ^^生巨L^.L一田^』一^ー.^一」^■^."一叫,、』巨...^'J一』^ー^.』」一^^^^ー...^.^』』^^ー、"]^「冒一'ー"^一冒一,一■T冒一,.,冒一,「冒一■冒,「冒",,ー,,ー.1,-Lr一冒一,、ーサ,,三〒ι凡一問一【酢▲'」"."^、◆'.、1』,冒、、、ー

業務内容を記した管理報告書を作成すること。
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仕様書 22

長崎東公園コミュニティプールウォータースライダー保守点検業務仕様書

1上業務場、所:.長崎東公園コミュニティプール

2.業務対象.ウォーター,スライダー

(本体)

J

番

NO.1.(黄)

NO.2 (緑)

最高部の高さ

(電動機)

電

3

10.5m

20OV

業務回数:年1回

業務内容

(1),構造部

地盤、基礎、アンカ「ボルト、構造部材・支柱及び梁、補助部材及び接合部の点検

(2)ウオータースライド本体

スライド取付部分、手摺、飛出防止壁の点検

(3)揚水装置部

揚水ポンプ、配管及び防振継手、"電動機、計器、集毛器、弁類の点検

④電気装置部

配電線配管、動力盤、制御盤イ操作盤、電圧計、表示灯、避雷設備の点検

(5)スタート台及び階段部

スタ上卜台及ぴ階段の構造材、床、天井、安全柵の点検

(6)着水部

着水部、水深の点検

(刀安全設備

安全柵、誘導柵、安全装置、注意事項の表示の点検

圧

20OV

5.2m

4

滑走路全長

75.om

1 1,.0 ・KYV

40.om

フ.5 K ・VV

数

5.報告等

容量

業務内容を記した管理報告書を作成すること。
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長崎東公園コミュニティプール塩素滅菌装置点検業務仕様害

業務.場'所:

業務対象2

0対散装置一1

長崎東公園コミュニティプール

自動水質監視装置(薬注装置含む) 2台

津過装置 2台

水質監視装置

殺菌剤ポンプ

殺菌剤タンウ

使用場所

連過装置

製造メーカー

0交換部品、消耗部品

水質監視装置

子供・着水用プール

型式

型式

型式

1台当り

型'式

棄注ポンプCrs-10F)

KOL溶液

PH7標準鰔薬

PWSモニターⅡ

PH4飯整試棗

プレワイルタエレメント

丁S-1CF(A)

東西化学産案矧

0対象装置【2

ORP電極

仕様書飴

PH電極

T-20OM

APF-50P型

残留塩崇回転電極

25m用プール

ダイヤフラム

叩

バルブシート

.点検項目

ボールバルづ

使用場所

オイル

、製造メーカー

試水ライン

APF-150P型

電極

試水ラインの汚れ

9本分/年

薬剤ホッバー

点検内容

セルの汚れ

電磁フィーダ

3本/年

塩素電極の汚れ

3本/年

溶解タンウ

金網の汚れ

12本ノ年

セラ尋ツクビーズの汚れ

1個/2年

移送ボンプ

内部の詰り

1個ノ2年

トラフ都のスケール

'1個ノ4年

内部の汚れ

点検項目

1枚/年

25m用プ'ル

シリンダー内都の汚れ

3個ノ年

東西化学産業鵬

異音

換気ファン

3個/年

内部の汚れ

62牝ノ年

3 業務年1回

4 業務(1)水浄化用塩秦滅薗装置の点検に係る業務

②点検に伴う消耗部品の交換及ぴ定期交換部品の交換に係る業務

③点検時に発見された軽微な修理業務

5 報・告業務内客を記した報告書を提出すること。

詰り(興物)

Y型逆止弁

電磁弁

インペラの損悔

ケーシングの換儒

興音

,点検内容

薬剤供給量

0りンゲの劣化

本体の汚れ及び劣化

_.,.ー"、冒『^,デ_^_ト"ν、冒戸、、[i甲1-、^^,'^リ^^ー^ー.ー"゛.^.A-^.ー.ー^,ー....^ー....一』..ー.^^」 1.ー,".-L、".ー.ーーJ▲一..ーー「一●一..、●一.、L゛.'..』^、ー^'ー.^、.▲』.^●".J-"●一ー.」.."゛、L一ι一→"「一,、.、」一,、ー」、J",^1斗..{、直、ーー"「゛.'".L.一乱..1.、.叩↓酬..ー.」""4.1Ⅱ甲、、トリ.↓. L山.↓

試料水流量

開閉作動状態

作勳確認

パッキン及び0りング
の劣化

ピストン及びパッキン
の劣化

溶解水

本休の劣化

異常妻報

約

」昆'

■分

供給時間

mV分.

移送時間

レペル言十(上限・下限)

塩素濃度計ΦPD比色法)実施

レベル上限警報作動
時の電磁弁閉

塩素濃度上限

インタ'ロック作動状態

記録計動作・打点記録
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仕様書 24

長崎東公園コミュニティプールゲ「トシステム保守点検業務仕様書

1 業務場所

2 業務.対象

气

長崎東公園コミュニティプール

ゲートシステム(メーカー指定:総NECマグナスコミュニケーションズ)

発券機

精算機

入場ゲ」ト

退場ゲ{ト

BT-K570F

3業務回数

カード確認機

BC-K500-P3Y

その他

TG-7111P-E

4 業務内容

ゲートシステムの正常な機能を維持するため、調整,清掃,注油等の保守点検

を行う。

TG-7111P'-X

PS-7101

管理ホストPC及び自動ソフトウエア

年4回

搬入設置調整費

5 報告等

業務内容を記した管理穀告書を作成すること。

、.ノ
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業務場所

2業務対象

長崎東公園庭球場更衣室清掃業務仕様書

3.業務回'数

長崎東公園庭球場

テニスコート更衣室

4 業'務'内・容

(1)掃除機にて更衣室の清.掃を行うこと。

(2)水洗い清掃を行うこと。

(3)雑巾による拭き上げ清掃を行うこと。

報告等,ジ業務内容を記した管理日報を作成すること。

1日1回

5

仕様書25

、
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業務"場'所

長崎東公園庭球場コート維持管理業務仕様書

2業務対象

長崎東公園庭球場

コート

テニスコート 6面

A B

3

C

D E

業務内容(日常管理)

(1).テニスコートにおける競技に支障をきたさないよう施設の専門的な知識、経験及

ぴ技術をもって業務を履行し、・その機能がたえず円滑に稼動できるように施設

(コート、'ネット等)の維持管理を行うこと。

(2)ゴミや落葉等がコート内にある場合取除くこと。

(3)コート内の砂が均一になるように人力又はバギー車を使用してブラシを掛けること。

(4)利用者がコート利用後にコートブラシで移動した砂を元に戻すように利用者に徹

底させること。

練習コート

面積

1,548.6 m

913.5 m2

1,548.6 m

357 m2

仕様書 26

4 業務内容(定期・管理・)

(1)コート砂補充・除去等(年3回)

・芝が砂層より2~3mm程度出るように砂量の管理を行うものとする。

・砂が少なくなった場合は砂の補充を行うものとする。砂補充は1面1回当り

乃雁を目安に行い、砂が均一になるようにブラシを掛けること。

・芝の磨耗により砂が多くなった場合は砂の除去を行うものとする。余分な砂

はブラシで集めて除去し、その後砂が均一になるようにブラシを掛けること。

・砂が均Lになるように人力又はバギー車を使用してジラシを掛けること。

報告等.業務内容を記した管理報告書を作成すること。5

ι^ーず
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1 業務場・所

2 業・,務対象

長崎東公園運動広場'草刈業務仕様書

3 業'務内容 f.草刈及ぴ処理

長崎東公園運動広場

4.業務'回数

別紙範囲図によるく面積 3,500 市)

5 ギ艮.告'等

月1回

業務内容を記した管理月報を作成すること。

仕様書27
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業務場所

長崎東公園多目的広場グランド維持管理業務仕様書

2 業,務対象; 14,ooom2

業務内容(日常管理)

(1)多目的広場における利用に支障をきたさないよう維持管理を行うこと。

(2)桝引き、ローラによる不陸整正、転圧を行うこと。

3

長崎東公園多目的広場

4 業務内容(定期管理)

トラクタによる表面掻き起こし・(年1.回)

トラクタによる表面掻き起こしを行い、その後口」ラによる不陸整正、転圧を

イテうこと。

5 報告等 業務内容を記した管理日報を作成すること

仕様書28
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仕様書・29

長崎東公園コミュニティプールオゾン滅菌装置点検業務仕様書

業'務,場'.所:.長崎東公園コミュニティプール'

業務対、象 i プール水浄化用オゾン滅菌装置 2台

0対象装置

2

使用場所

オゾン発生器

製造メーカー

型 式

排オゾン処理10

オゾン発生量

構造

25m用プール

.オゾン濃度

富士電機サーモシステムズ鵬

電

PΦL-450N

消費電力

源

構

0交換部品、消耗部品

ガラスライニング式発生管

子供・着水用プール

30宮03/h

分岐水量

オゾン発生器

オゾン注入方式

成

20g/'Nm3

排オゾン処理方式

POL-250N

0.75kw

排オゾン処理塔一体形気液分離塔

発生管用0りング・パッキン・シール

A020OV

除湿筒

8.om3/h

一

15宮03/h

1台当り

テフロンチューブ

20昌1'Nm3

ドレンセパレータ本体

同上用エレメント

エジエクタ方式

フィルタレギュレ」夕本体

0.4kYV

触媒分解方式

同上用エレメント

ドレン用電磁弁

45巾/h

接点付検流器

排オゾン処理1,

3

除湿装置用電磁弁

同上用0りングセット

業務回

業務内,容4

同上用ボールチェック

減圧弁炉OL-250Nのみ)

カロライト

1式/年

2本/年

フランジノ弌ツキン

1式/年

5

1個/4年

ーー、^1,.、一酢.、,、酢"ー^'、^5.T-1●μ一"ニ^甲,^T-J-"、^-d■.^...'ーーー.、ーー^.....ー、^.甲"ー'リ^^^ー^、^、"ー...^ーー」^ーー「.、」",■.゛.ー

年1回

①水浄化用オゾン滅菌装置の点検に係る業務

②.点検に伴う消耗部品の交換及ぴ定期交換部品の交換に係る業務

③点検時に発見された軽微な修理業務

業務内容を記した報告書を提出ずること。

1個ノ年

1個/4年

1個/年

1個/2年

1個/3年

、

2個/3年

1個ノ年

2個ノ年

1個/4年

報告書等

5kg/年

2枚ノ年

96
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長崎東公.園コミュニティ体育館冷房設備点検業務仕様書

業務場所

業.務対・象2

0対象装置

機器名

圧縮機

長崎東公園コミュニティ体育館

空冷チリングユニット 1台

圧縮機

送風機

製造メーカー

空気側熱交換器

三菱電機閥

水側熱交換器

3

三菱電機鵬

業務回数:年1回

業務'内'容:(1)高圧ガス保安法35条の2及び冷凍保安規則第44条第3項に定める

定期自主検査に係る業務

②点検に伴う消耗部品の交換に係る業務

③点検時に発見された軽微な修理業務

④都道府県知事が行う保安検査時の立会

⑤長崎県冷凍設備保安協会への賦課金の負担

穀.告書,等:業務内容を記した報告書を提出すること。

三菱電機鵠

型式

4

OZ-066S

三菱電機鵬

OZ-067S

三菱電機鵬

往復動式、半密閉式
=相4P37kvY

仕様書 30

往復動式、半密閉式
=相4P45kw

仕様

プロペラファン
=相8PO.7kw

プレートフィンコイル型

5

シェルアンドチューブ型

数量

1台

1台

"ム

4ム

1台

97
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長崎東公園防火設備点検業務仕様書

1'.業"務場,斤.:長崎東公園コミユニティ体育館及ぴコミュニティプール

2 業務回・'数

3 資1格要件

建築基準法第12条第2項及ぴ第4項に規定された年1回と
する

4 業"務'対象:下記による

(1)長崎東コミュニティ体育館

次のいずれかの資格を有するものとする

(1)一級建築士若しくは二級建築士

(2)'防・火設備検査員

仕様書 31

(2)長崎東コミユニティプール

防火扉

防火シャッター

項

防火シャッター

防火シャッター

H=2970XW=2100(1F便所前通路)

5

H=27和XW=8600(1Fエントランス)

業.務内.容

H二3010 XW朽200(1Fアリーナ入,ロ)

H=110OXW=5000(1F事務室)

6 ・報

防火扉

防火扉

項

目

建築墓準法第12条第2項及び第4項に規定する防火設備
について点検を行う

等

H界880XW=2釘5(1F各更衣室通路)

H=1755 × 2700(2F通路)

数

建築基準法施行規則第6条第3項の規定に基づく、 二

の各号に掲げる防火設備の種類に応じ当該各号に定め
る点検結果表を用いることとし、点検が必要な設備に
ついて提出するものとする6

防火扉別記第一号

防火シャッター'別記第二号

1基

1基

目

1基

1基

数

4基

1基

98
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